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近
代
日
本
研
究
第
二
十
五
巻

(

二
〇
〇
八
年)

論
説

大
正
・
昭
和
初
期
東
京
に
お
け
る
屎
尿
処
理
の
市
営
化

(

１)

星

野

高

徳

一

は
じ
め
に

江
戸
期
か
ら
明
治
期
に
か
け
て
、
屎
尿
は
経
済
的
な
価
値
を
有
し
、
屎
尿
処
理
業
者
が
主
導
で
屎
尿
処
理
を
行
っ
て
い
た
。
本

稿
で
は
元
来
、
民
間
業
者
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
た
屎
尿
処
理
に
ど
の
よ
う
に
地
方
行
政
府
が
介
入
し
、
市
営
化
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
の
か
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
。

屎
尿
処
理
は
近
世
日
本
に
お
け
る
循
環
型
社
会
の
象
徴
的
な
存
在
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
が
近
代
以
降
の
市
営
化
の
流

れ
と
関
連
づ
け
て
論
じ
ら
れ
る
こ
と
は
少
な
い
。
こ
れ
ま
で
小
林
茂

『
日
本
屎
尿
問
題
源
流
考

(

２)』

を
は
じ
め
と
し
た
近
世
の
屎

尿
を
め
ぐ
る
対
立
関
係
や
屎
尿
輸
送
に
関
す
る
研
究
、
渡
辺
善
次
郎

『
近
代
日
本
都
市
近
郊
農
業
史

(

３)』

を
は
じ
め
と
し
た
農
地

利
用
を
屎
尿
な
ど
の
肥
料
の
変
化
や
都
市
化
か
ら
論
じ
る
研
究
は
行
わ
れ
て
き
て
い
る
が
、
近
世
か
ら
近
代
に
か
け
て
の
循
環
型
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社
会
の
崩
壊
と
そ
れ
を
象
徴
す
る
市
営
化
に
関
し
て
は
ほ
と
ん
ど
論
じ
ら
れ
て
い
な
い
。

屎
尿
処
理
の
市
営
化
を
論
じ
て
い
る
も
の
と
し
て
、
松
下
孝
昭

(

４)

、
田
島
夏
与

(

５)

の
研
究
、
茂
木
耕
三

(

６)

、
小
島
幸
一

(

７)

の
著
作
が
挙
げ

ら
れ
る
。
松
下
は
大
阪
市
の
事
例
か
ら
屎
尿
処
理
の
市
営
化
過
程
に
つ
い
て
大
阪
市
会
の
議
事
内
容
か
ら
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

主
な
論
点
と
し
て
、
農
民
・
地
主
・
大
阪
市
の
三
者
の
対
立
軸
を
挙
げ
、
こ
の
対
立
の
解
消
を
も
っ
て
市
営
化
が
進
め
ら
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
と
結
論
づ
け
て
い
る

(

８)

。
つ
ま
り
、
屎
尿
の
経
済
的
価
値
の
低
下
に
よ
っ
て
、
農
民
・
地
主
が
市
営
化
に
反
対
し
な
く

な
っ
た
こ
と
が
、
市
営
化
を
促
進
し
た
と
主
張
し
て
い
る
。
ま
た
、
田
島
は
屎
尿
の
経
済
的
価
値
が
低
下
し
て
い
く
中
で
市
営
化

が
始
め
ら
れ
、
徐
々
に
旧
市
部
、
新
市
部
と
市
営
化
地
域
が
広
が
っ
て
い
く
過
程
を
示
し
、
茂
木
、
小
島
は
と
も
に
市
営
化
に
関

す
る
制
度
的
な
概
略
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
研
究
で
は
、
大
阪
市
を
中
心
と
し
た
屎
尿
の
経
済
的
価
値
を
め
ぐ
る
政

治
的
な
対
立
関
係
や
市
営
化
の
概
要
に
つ
い
て
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
が
、
市
営
化
を
促
し
た
屎
尿
処
理
業
の
状
況
変
化
や
、

地
方
行
政
府
が
ど
の
よ
う
に
介
入
を
強
め
、
市
営
化
に
至
っ
た
の
か
に
つ
い
て
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。

本
稿
で
は
、
以
上
の
先
行
研
究
で
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
民
営
か
ら
市
営
へ
移
行
し
た
要
因
、
地
方
行
政
府
の
介
入
過
程

に
つ
い
て
明
確
に
し
て
い
く
。
近
代
の
屎
尿
処
理
業
が
民
間
事
業
か
ら
公
共
事
業
へ
と
変
化
す
る
過
程
を
考
え
る
上
で
、
民
間
事

業
の
ま
ま
で
は
ど
の
よ
う
な
問
題
が
生
じ
、
そ
れ
に
対
し
て
地
方
行
政
府
が
イ
ン
フ
ラ
整
備
、
財
源
の
確
保
な
ど
の
面
で
ど
の
よ

う
に
対
応
し
た
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
重
要
な
論
点
で
あ
る
と
考
え
る
。
以
上
の
問
題
の
解
決
を
通
じ
て
、
近
代
に
お
い

て
民
営
か
ら
市
営
へ
と
移
行
す
る
こ
と
に
な
っ
た
清
掃
事
業
の
性
質
の
変
化
を
捉
え
る
こ
と
に
つ
な
が
る
。

本
稿
で
は
東
京
市
を
対
象
と
し
て
、『

東
京
市
会
議
事
速
記
録』
、『
東
京
市
公
報』

な
ど
の
公
文
書
や

『

都
新
聞』

な
ど
の
新

聞
・
雑
誌
記
事
に
基
づ
い
て
、
屎
尿
処
理
の
市
営
化
過
程
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
。
第
二
節
で
は
江
戸
・
明
治
期
に
お
い
て
買
取

に
よ
っ
て
処
理
さ
れ
て
い
た
屎
尿
が
、
大
正
期
以
降
に
ど
の
よ
う
に
有
料
化
さ
れ
た
の
か
、
有
料
化
後
に
ど
の
よ
う
な
問
題
が
残
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存
し
た
の
か
を
明
ら
か
に
し
、
屎
尿
処
理
業
に
お
け
る
民
間
業
者
の
限
界
に
つ
い
て
考
察
を
図
る
。
有
料
化
後
も
衛
生
環
境
の
悪

化
は
続
き
、
下
町
と
山
の
手
の
料
金
格
差
・
サ
ー
ビ
ス
格
差
も
市
営
化
を
促
進
す
る
要
因
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
第
三
節
で

は
、
第
二
節
で
見
ら
れ
た
問
題
に
対
し
て
市
が
ど
の
よ
う
に
介
入
し
、
解
決
策
を
講
じ
た
の
か
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
。
屎
尿
の

最
終
処
分
先
の
不
足
・
屎
尿
処
理
の
停
滞
を
踏
ま
え
て
、
東
京
市
が
イ
ン
フ
ラ
な
ど
の
整
備
を
ど
の
よ
う
に
進
め
、
市
営
化
地
域

を
拡
大
す
る
に
至
っ
た
の
か
を
見
て
い
く
こ
と
に
す
る

(

９)

。
な
お
、
本
稿
で
は
、
下
町
地
域
を
下
谷
区
・
浅
草
区
・
本
所
区
・
深
川

区
・
神
田
区
・
日
本
橋
区
・
京
橋
区
の
七
区
と
し
、
山
の
手
地
区
を
小
石
川
区
・
本
郷
区
・
牛
込
区
・
麹
町
区
・
四
谷
区
・
赤
坂

区
・
麻
布
区
・
芝
区
の
八
区
と
す
る

(

�)

。

二

屎
尿
処
理
の
有
料
化
と
屎
尿
問
題
の
残
存

(

１)

屎
尿
処
理
の
有
料
化

江
戸
・
明
治
期
に
お
い
て
屎
尿
は
経
済
的
な
価
値
を
有
し
、
農
家
ま
た
は
屎
尿
汲
取
業
者
が
対
価
を
払
っ
て
買
い
取
っ
て
い
た
。

こ
の
屎
尿
の
価
値
は
明
治
三
十
三
年
に
施
行
さ
れ
た

｢
汚
物
掃
除
法
施
行
規
則｣

に
も
表
れ
て
お
り
、
屎
尿
だ
け
は
他
の
汚
物
と

は
異
な
り
、
経
済
的
な
価
値
を
有
し
、
市
が
責
任
を
持
た
な
く
て
も
処
理
が
実
行
さ
れ
て
い
た

(

�)

。

し
か
し
、
大
正
期
に
入
る
と
江
戸
期
以
来
の
屎
尿
の
価
値
が
崩
れ
、
屎
尿
処
理
が
停
滞
し
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
。｢

人
口
の

増
加
と
農
地
の
減
少｣

、｢

他
肥
料
へ
の
移
行｣

、｢

平
均
賃
金
・
物
価
上
昇
と
屎
尿
の
売
却
代
金
の
低
下｣

の
三
つ
の
要
因
が
屎
尿

の
経
済
的
価
値
や
屎
尿
処
理
業
者
の
実
質
的
な
収
益
水
準
に
影
響
を
及
ぼ
し
、
屎
尿
処
理
業
の
魅
力
を
減
退
さ
せ
た

(

�)

。

こ
の
よ
う
な
環
境
変
化
の
中
、
打
開
策
と
し
て
屎
尿
処
理
が
有
料
化
さ
れ
た

(
�)
。
買
取
汲
取
か
ら
有
料
汲
取
と
い
う
形
に
変
化
し
、

大正・昭和初期東京における屎尿処理の市営化
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当
初
は
屎
尿
と
い
う
財
の
取
引
で
あ
っ
た
も
の
が
屎
尿
処
理
サ
ー
ビ
ス
と
い
う
サ
ー
ビ
ス
を
取
引
す
る
形
に
変
化
す
る
こ
と
に
な
っ

た
。以

上
の
よ
う
に
屎
尿
問
題
を
打
開
す
る
た
め
に
推
進
さ
れ
た
有
料
化
で
あ
っ
た
が
、
屎
尿
処
理
の
停
滞
は
有
料
化
が
始
め
ら
れ

て
も
改
善
さ
れ
な
か
っ
た
。
屎
尿
と
い
う
財
市
場
は
う
ま
く
機
能
し
続
け
て
い
た
が
、
屎
尿
処
理
サ
ー
ビ
ス
市
場
は
早
く
も
困
難

に
直
面
し
た
。

(

２)

衛
生
環
境
の
悪
化
と
寄
生
虫
病
・
消
化
器
伝
染
病
の
深
刻
化

有
料
化
に
先
立
っ
て
、
大
正
七
年
か
ら
屎
尿
汲
取
人
の
減
少
と
屎
尿
の
汲
取
停
滞
が
顕
著
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
同
年

十
二
月
の

『

都
新
聞』

に
は
、
下
谷
区
の
住
人
か
ら
の

｢

私
方
は
下
肥
の
始
末
に
付
い
て
非
常
の
迷
惑
を
致
し
て
を
り
ま
す
。
去

る
十
七
日
突
然
明
年
か
ら
は
見
合
す
と
の
一
言
で
以
前
の
掃
除
屋
は
汲
ま
な
く
な
つ
た
の
で
す
、
驚
い
て
見
当
り
次
第
他
の
人
に

も
交
渉
し
ま
し
た
が
割
に
合
わ
ぬ
と
か
何
と
か
文
句
を
言
つ
て
汲
ん
で
く
れ
ま
せ
ん

(

�)｣

と
い
う
投
書
が
掲
載
さ
れ
た
。
そ
れ
以
前

と
比
べ
、
屎
尿
の
価
値
が
低
下
し
、
屎
尿
処
理
業
者
の
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
が
低
下
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

こ
の
よ
う
な
汲
取
停
滞
が
東
京
市
全
体
で
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
市
内
の
衛
生
状
態
は
悪
化
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
運
賃
や

手
間
の
か
か
る
地
域
は
ど
う
し
て
も
手
を
抜
か
れ
る
こ
と
に
な
り
、
困
っ
た
市
民
は
便
壷
の
底
に
穴
を
開
け
て
地
下
に
流
し
た
り
、

夜
中
に
下
水
に
流
し
た
り
す
る
よ
う
に
な
っ
た

(

�)

。
汲
取
停
滞
の
影
響
も
あ
り
、
新
聞
に
は

｢

此
頃
東
京
市
中
の
糞
尿
の
溜
ま
つ
て

居
る
家
は
言
語
に
絶
へ
た
次
第
に
て
、
不
潔
此
上
も
な
く
衛
生
上
有
害
な
る
事
申
す
迄
も
あ
り
ま
せ
ん

(

�)｣

な
ど
の
投
書
が
見
ら
れ

る
よ
う
に
な
り
、
東
京
市
や
区
役
所
に
も
毎
日
の
よ
う
に
苦
情
が
寄
せ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

(

�)

。

屎
尿
処
理
の
停
滞
は
内
務
省
の
便
所
に
も
見
ら
れ
、
問
題
の
深
刻
さ
を
物
語
っ
て
い
る
。｢

内
務
省
と
申
せ
ば
国
民
衛
生
の
事
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を
司
ど
つ
て
居
る
中
央
官
衙
で
す
が
、
そ
の
別
館
の
便
所
が
非
常
に
溢
れ
て
数
間
も
黄
金
の
流
れ
を
為
し
臭
気
を
発
散
し
て
居
る

(

�)｣

と
い
う
記
事
が
見
ら
れ
、
衛
生
の
改
善
を
目
指
す
官
庁
で
す
ら
屎
尿
処
理
、
衛
生
対
策
が
行
き
届
か
な
い
状
況
で
あ
っ
た
こ
と
が

分
か
る
。

大
正
八
年
の
秋
に
屎
尿
処
理
が
有
料
化
さ
れ
た
後
も
以
上
の
よ
う
な
汲
取
停
滞
が
見
ら
れ
、
屎
尿
処
理
を
め
ぐ
る
問
題
は
残
存

し
て
い
た
。
有
料
化
が
始
め
ら
れ
、
そ
れ
ま
で
問
題
だ
っ
た
民
間
業
者
の
収
益
環
境
は
変
化
・
改
善
し
た
が
、
依
然
と
し
て
東
京

市
内
で
は
屎
尿
処
理
の
停
滞
が
続
き
、
市
民
の
不
良
処
分
は
後
を
絶
た
な
か
っ
た

(

�)

。
汲
取
の
頻
度
に
関
し
て
は

｢

下
町
は
一
ヶ
月

に
一
回
二
ヶ
月
に
三
回
位
し
か
汲
取
り
に
来
ず
今
や
殆
ど
糞
尿
攻
め
の
憂
目
に
遇
つ
て
居
る

(

�)｣

と
い
う
状
況
で
、
屎
尿
の
運
搬
が

比
較
的
容
易
で
あ
っ
た
下
町
に
お
い
て
も
、
屎
尿
処
理
が
停
滞
し
て
い
た
。
東
京
府
会
議
員
で
あ
っ
た
片
山
久
蔵
は
下
町
の
中
で

も
特
に
下
谷
区
に
関
し
て
、｢

糞
尿
の
渋
滞
は
実
に
大
し
た
も
の
で
便
所
か
ら
溢
れ
出
て
床
下
に
流
れ
果
は
隣
家
と
糞
尿
問
題
で

喧
嘩
す
る
こ
と
が
珍
し
く
な
い

(

�)｣

と
述
べ
て
お
り
、
屎
尿
処
理
が
有
料
化
さ
れ
た
後
も
屎
尿
処
理
問
題
は
残
存
し
、
不
衛
生
な
状

況
は
変
化
し
な
か
っ
た

(

�)

。

こ
の
よ
う
な
屎
尿
処
理
の
停
滞
は
寄
生
虫
病
や
腸
チ
フ
ス
・
赤
痢
な
ど
の
消
化
器
伝
染
病
の
原
因
と
な
っ
た
。
屎
尿
処
理
を
放

任
し
て
お
く
と
腸
チ
フ
ス
な
ど
の
伝
染
病
が
東
京
市
全
体
に
流
行
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
、
都
市
衛
生
上
の
大
問
題
と
認
識
さ
れ

る
よ
う
に
な
っ
た

(

�)

。

寄
生
虫
病
に
関
し
て
は
、
昭
和
初
期
か
ら
大
日
本
私
立
衛
生
会

『
公
衆
衛
生』

の
中
で
大
き
な
問
題
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
。
主
要
な
寄
生
虫
は
蛔
虫
と
十
二
指
腸
虫
で
あ
り
、
蛔
虫
は
ほ
と
ん
ど
の
人
が
保
有
し
、
十
二
指
腸
虫
に
関
し
て

も
約
半
数
が
保
有
し
て
い
た

(

�)

。

消
化
器
伝
染
病
で
あ
る
赤
痢
・
腸
チ
フ
ス
も
同
様
に
、
屎
尿
を
媒
介
と
し
て
伝
染
す
る
も
の
と
し
て
注
目
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
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た
。
こ
の
二
つ
の
伝
染
病
の
拡
大
は
、
屎
尿
に
含
ま
れ
る
病
原
菌
が
水
・
野
菜
・
蝿
な
ど
を
媒
介
と
し
て
人
の
口
に
侵
入
す
る
こ

と
が
原
因
で
あ
っ
た

(

�)

。
こ
の
伝
染
経
路
と
都
市
に
お
け
る
屎
尿
の
滞
留
に
よ
っ
て
、
農
村
だ
け
で
は
な
く
都
市
に
も
赤
痢
・
腸
チ

フ
ス
が
流
行
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

以
上
に
見
ら
れ
た
寄
生
虫
病
と
消
化
器
伝
染
病
の
流
行
は
屎
尿
の
処
理
方
法
・
使
用
方
法
が
不
衛
生
で
あ
っ
た
こ
と
に
起
因
す

る
と
考
え
ら
れ
る
。
昭
和
二
年
に
内
務
省
式
改
良
便
所
を
考
案
し
た
高
野
六
郎

(

�)

は

｢

チ
フ
ス
、
パ
ラ
チ
フ
ス
、
赤
痢
或
は
疫
痢
、

又
時
に
由
つ
て
は
コ
レ
ラ
と
い
ふ
や
う
な
可
な
り
多
数
の
消
化
機マ

マ

伝
染
病
の
煩
を
受
け
て
居
り
ま
す
し
、
そ
れ
か
ら
も
う
一
つ
寄

生
虫
病
、
是
も
大
体
は
消
化
機マ

マ

系
統
に
属
す
る
の
で
あ
り
ま
す
し
、
或
は
間
接
に
糞
便
と
其
の
伝
染
と
の
関
係
が
常
に
出
来
て
居

る
訳
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
此
の
消
化
機マ

マ

の
伝
染
病
と
寄
生
虫
病
を
若
し
日
本
の
国
土
よ
り
根
本
的
に
消
失
せ
し
め
や
う
と
す
る
に

は
先
づ
第
一
に
誰
も
が
考
へ
ね
ば
な
ら
ぬ
問
題
は
屎
尿
の
処
分
で
あ
ら
ふ
と
思
ふ
の
で
あ
り
ま
す

(

�)｣

と
述
べ
、
寄
生
虫
病
と
消
化

器
伝
染
病
が
と
も
に
消
化
器
系
統
に
関
す
る
も
の
で
あ
り
、
屎
尿
処
理
の
問
題
が
流
行
の
一
番
の
原
因
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
。

有
料
化
に
よ
っ
て
、
屎
尿
処
理
業
者
の
収
入
源
が
確
保
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
わ
け
だ
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
衛
生
環
境
の
悪
化
、

寄
生
虫
病
と
消
化
器
伝
染
病
の
流
行
を
食
い
止
め
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
と
い
え
る
。
大
正
八
年
以
降
も
屎
尿
処
理
の
停
滞
と

衛
生
環
境
の
悪
化
は
改
善
さ
れ
ず
、
昭
和
初
期
に
お
い
て
も

『

都
新
聞』

や

『

公
衆
衛
生』

な
ど
の
新
聞
・
雑
誌
記
事
中
で
取
り

上
げ
ら
れ
、
屎
尿
関
連
の
衛
生
問
題
が
残
存
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
以
上
の
よ
う
な
衛
生
問
題
の
残
存
は
屎
尿
処
理
を
民
間

事
業
か
ら
市
営
事
業
へ
と
移
行
さ
せ
る
大
き
な
要
因
に
な
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

(

３)

サ
ー
ビ
ス
の
質
・
料
金
面
に
お
け
る
地
域
間
格
差
の
問
題

ま
た
、
衛
生
環
境
の
悪
化
や
伝
染
病
の
流
行
の
他
に
、
有
料
化
に
伴
う
地
域
間
格
差
の
問
題
や
法
外
な
汲
取
料
を
請
求
さ
れ
る
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場
合
が
出
て
き
た
。
水
運
の
便
が
よ
い
下
町
と
比
べ
る
と
、
陸
運
中
心
の
山
の
手
地
域
は
屎
尿
の
運
搬
が
困
難
で
あ
り
、
山
の
手

地
域
か
ら
屎
尿
処
理
の
停
滞
に
対
す
る
苦
情
が
出
て
く
る
こ
と
に
な
っ
た

(

�)

。

山
の
手
で
は
民
間
の
屎
尿
処
理
業
者
が
減
少
し
、
屎
尿
処
理
が
困
難
に
な
り
、
不
法
な
汲
取
料
を
強
要
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

(

�)

。

当
時
の
屎
尿
処
理
は

｢

指
定
さ
れ
た
家
に
は
汲
取
に
行
か
な
い
で
先
方
か
ら
汲
取
料
で
も
く
れ
る
方
の
家
に
い
つ
て
自
分
の
肥
桶

を
満
た
す
や
う
に
す
る
、
夫
が
た
め
汲
人
が
廻
つ
て
来
な
い
方
で
は
余
儀
な
く
法
外
な
料
金
を
払
つ
て
も
汲
取
つ
て
貰
ふ
と
い
う

こ
と
に
な
る

(

�)｣

と
い
う
状
況
で
あ
り
、
運
搬
の
便
が
悪
い
地
域
で
は
極
め
て
高
い
汲
取
料
を
請
求
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

特
に
山
の
手
の
一
部
の
地
域
で
は
他
の
地
域
と
は
比
べ
も
の
に
な
ら
な
い
く
ら
い
高
額
の
汲
取
料
を
取
ら
れ
て
い
た
。
牛
込
区

に
は

｢

一
回
の
汲
取
料
に
五
円
も
貪
ら
れ
た
こ
と
が
あ
る｣

、｢

一
回
に
一
円
一
ヶ
月
に
三
円
位
の
汲
取
料
は
殆
ど
普
通
の
値
段
で

あ
る

(

�)｣

と
い
う
地
域
も
あ
り
、
表
一
に
示
さ
れ
て
い
る
平
均
的
な
汲
取
料
の
水
準
を
大
き
く
上
回
っ
て
い
る
。

ま
た
、
下
町
と
山
の
手
の
平
均
汲
取
料
を
比
べ
て

み
る
と
、
運
搬
の
便
が
悪
い
山
の
手
の
方
が
高
く
、

下
町
・
山
の
手
間
で
大
き
な
料
金
格
差
が
で
き
て
い

る
。
大
正
九
年
頃
は
山
の
手
で
は
有
料
汲
取
が
広
ま
っ

て
い
た
の
に
対
し
て
、
下
町
で
は
買
取
汲
取
や
無
料

汲
取
が
残
存
し
て
い
た

(

�)

。
そ
し
て
、
昭
和
期
に
入
っ

て
下
町
の
有
料
化
が
進
ん
で
も
、
下
町
・
山
の
手
の

料
金
格
差
は
残
り
、
表
一
に
よ
る
と
、
概
し
て
下
町

よ
り
も
山
の
手
の
汲
取
料
の
方
が
高
く
設
定
さ
れ
て
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一戸平均 一人平均 一荷平均
日本橋 62 9 20
京橋 59 8 20
神田 62 9 20
下谷 46 9 19
浅草 44 8 17
本所 37 7 16
深川 39 7 16
下町全体 46 8 18

麹町 97 8 19
芝 62 10 23
赤坂 58 9 21
麻布 56 9 23
四谷 57 9 22
牛込 58 10 22
小石川 58 9 22
本郷 58 8 21
山の手全体 61 9 22

表1 昭和8年における1ヶ月の汲取料金
(単位：銭)

出典) 東京市役所 『東京市 (旧市部) 屎尿
処分調査概要』 (東京市役所, 1933
年), 16～17頁｡

注) １荷=４斗＝約72リットル｡



い
た
こ
と
が
分
か
る
。
昭
和
八
年
の
調
査
時
点
で
は
、
一
戸
当
た
り
の
一
ヶ
月
の
汲
取
料
は
下
町
で
〇･

四
六
円
、
山
の
手
で
〇･

六
一
円
と
い
う
結
果
が
出
て
お
り
、
一
人
平
均
、
一
荷
平
均
で
見
た
場
合
に
お
い
て
も
山
の
手
の
方
が
高
く
な
っ
て
い
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
下
町
と
山
の
手
で
は
汲
取
サ
ー
ビ
ス
の
質
や
料
金
面
で
格
差
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
有
料
化

を
経
て
も
運
搬
の
便
が
悪
い
山
の
手
地
域
は
屎
尿
処
理
業
者
に
と
っ
て
厄
介
な
地
域
で
あ
り
、
屎
尿
処
理
の
サ
ー
ビ
ス
の
質
は
低

く
、
屎
尿
の
滞
留
は
目
に
余
る
も
の
が
あ
っ
た
。
ま
た
、
屎
尿
処
理
が
停
滞
す
る
と
、
屎
尿
処
理
業
者
も
高
圧
的
な
姿
勢
で
汲
取

を
行
う
よ
う
に
な
り
、
概
し
て
山
の
手
の
方
が
下
町
よ
り
汲
取
料
が
高
く
設
定
さ
れ
、
山
の
手
の
一
部
の
地
域
で
は
法
外
な
汲
取

料
を
請
求
さ
れ
る
こ
と
も
多
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
状
況
が
民
間
事
業
の
補
完
的
機
能
を
果
た
す
存
在
と
し
て
市
営
事
業
の
必
要

性
を
増
大
さ
せ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

三

屎
尿
処
理
の
市
営
化

(

１)

大
正
期
に
お
け
る
市
営
化
案
の
具
体
化

①
田
尻
稲
次
郎
市
長
時
代

前
節
の
よ
う
な
衛
生
環
境
の
悪
化
や
下
町
と
山
の
手
の
格
差
を
踏
ま
え
、
東
京
市
が
少
し
ず
つ
屎
尿
処
理
に
介
入
す
る
よ
う
に

な
っ
た
。
回
収
す
る
た
め
の
費
用
を
市
が
拠
出
す
る
、
屎
尿
処
理
に
関
す
る
イ
ン
フ
ラ
整
備
を
行
う
な
ど
の
政
策
が
採
ら
れ
る
こ

と
に
な
っ
た
。

屎
尿
処
理
を
市
営
化
す
る
動
き
は
大
正
期
に
初
め
て
現
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
明
治
四
十
年
代
に
も
議
題
に
上
っ
て
い
た
。
明

治
四
十
年
六
月
三
日
の
東
京
市
会
に
お
い
て
、
全
会
一
致
で
屎
尿
処
理
市
営
化
の
た
め
の
調
査
委
員
を
各
区
一
名
ず
つ
の
総
計
十
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五
名
選
出
し
、
調
査
を
行
っ
た

(

�)

。
こ
の
市
営
化
案
に
は
屎
尿
の
売
却
に
よ
る
収
益
で
東
京
市
の
下
水
の
改
良
を
行
い
た
い
と
い
う

思
惑
が
あ
っ
た

(

�)

。
し
か
し
、
調
査
の
結
果
、
明
治
四
十
一
年
十
二
月
十
八
日
の
東
京
市
会
で

｢

屎
尿
汲
取
ノ
市
営
ト
云
フ
コ
ト
ハ

不
要
ナ
ル
コ
ト
ガ
明
瞭｣

で
あ
る
と
い
う
結
論
に
達
し
、
調
査
委
員
は
解
散
し
、
屎
尿
処
理
は
市
営
化
さ
れ
な
か
っ
た

(

�)

。
市
営
化

問
題
は
屎
尿
の
価
値
が
低
下
し
た
大
正
期
以
降
に
再
び
議
論
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

市
営
に
よ
る
屎
尿
処
理
の
具
体
案
は
田
尻
稲
次
郎
市
長

(

�)

の
時
代
の
大
正
八
年
二
月
に
出
て
く
る
こ
と
に
な
っ
た
。｢

糞
尿
の
市

営
に
関
し
、
其
の
具
体
案
を
市
長
の
手
許
に
提
案
せ
る

(

�)｣

こ
と
に
な
り
、｢

糞
尿
の
処
分
を
市
で
行
ふ
の
方
針
に
出
る
こ
と
は
、

市
民
の
挙
げ
て
賛
成
す
る
所
、
之
が
施
設
は
絶
対
の
急
務
で
有
る

(

�)｣

と
い
う
見
解
が

『

都
新
聞』

中
の
記
事
で
示
さ
れ
た
。
市
に

よ
る
屎
尿
処
理
と
そ
の
た
め
の
施
設
が
必
要
で
あ
る
と
の
見
解
が
示
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
こ
の
よ
う
な
市
営
に
よ
る
屎

尿
処
理
の
具
体
化
の
背
景
に
は
、
政
府
に
よ
る
国
防
の
充
実
、
交
通
通
信
機
関
の
整
備
、
教
育
の
振
興
、
産
業
の
奨
励
な
ど
が
あ

り
、
こ
れ
ら
政
府
の
役
割
の
拡
大
と
と
も
に
屎
尿
処
理
関
連
の
イ
ン
フ
ラ
整
備
や
市
営
化
が
促
進
さ
れ
た
と
い
え
る

(

�)

。

ま
ず
、
屎
尿
処
理
の
有
料
化
が
始
め
ら
れ
て
間
も
な
い
大
正
八
年
二
月
に
、
五
千
円
の
予
算
で
初
め
て
市
費
に
よ
る
屎
尿
処
理

を
行
う
こ
と
に
な
っ
た

(

�)

。
運
搬
の
便
が
悪
い
山
の
手
で
は
有
料
化
後
も
屎
尿
処
理
の
停
滞
が
続
き
、
東
京
市
と
し
て
も
介
入
せ
ざ

る
を
得
な
い
状
況
に
な
り
、
臨
時
的
な
形
で
屎
尿
処
理
を
行
う
こ
と
に
な
っ
た
。
大
正
八
年
十
二
月
に
も
再
び
無
料
汲
取
が
始
め

ら
れ
、
下
谷
区
・
小
石
川
区
・
本
郷
区
・
浅
草
区
・
牛
込
区
の
全
域
と
芝
区
・
麹
町
区
の
一
部
で
行
わ
れ
た

(

	)

。
し
か
し
、
こ
の
時

も
二
万
円
と
い
う
予
算
制
約
が
あ
り
、
一
度
汲
取
っ
た
家
は
当
分
の
間
は
汲
取
っ
て
も
ら
え
ず
、
屎
尿
処
理
の
停
滞
は
続
く
こ
と

に
な
っ
た
。
ま
た
、
無
料
汲
取
の
必
要
が
な
い
と
判
断
さ
れ
た
区
の
中
に
は
山
の
手
地
域
の
麻
布
区
も
含
ま
れ
て
お
り
、
麻
布
区

で
は

｢

麻
布
の
し
か
も
芝
寄
り
で
は
赤
羽
橋
の
汲
取
屋
へ
一
回
七
十
銭
宛
支
払
つ
て
汲
取
ら
せ
る

(


)｣

と
い
う
状
況
で
、
汲
取
料
金

は
高
く
、
屎
尿
処
理
の
改
善
は
困
難
を
極
め
た
。
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以
上
の
よ
う
に
、
汲
取
作
業
が
改
善
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
加
え
て
、
費
用
を
拠
出
す
る
だ
け
で
は
仮
に
回
収
は
で
き
て
も
、

そ
の
後
の
最
終
処
分
を
ど
の
よ
う
に
す
る
か
と
い
う
問
題
が
残
っ
た
。
農
村
還
元
が
難
し
く
な
る
に
つ
れ
て
、
最
終
処
分
が
難
し

く
な
り
、
回
収
し
て
も
不
法
投
棄
す
る
よ
う
な
状
況
が
増
え
た

(

�)

。
こ
の
よ
う
に
、
市
費
拠
出
に
よ
る
屎
尿
汲
取
が
う
ま
く
い
か
な

い
中
、
そ
れ
と
並
行
し
て
市
営
化
議
論
が
本
格
的
に
始
ま
り
、
最
終
処
分
先
を
確
保
す
る
た
め
の
イ
ン
フ
ラ
整
備
を
含
め
て
議
論

さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

大
正
八
年
七
月
に

｢
東
京
市
の
糞
尿
市
営
案
は
参
考
案
と
し
て
近
く
市
政
計
画
調
査
会
に
提
出
す
る
こ
と
に
決
定

(

�)｣

し
、
前
述

し
た
大
正
八
年
二
月
の
市
営
化
へ
の
動
き
が
具
体
化
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
時
点
で
は
市
営
案
の
内
容
は
明
確
に
は
な
っ
て

い
な
か
っ
た
が
、
屎
尿
か
ら
得
ら
れ
る
売
却
代
金
を
見
越
し
て
硫
酸
ア
ン
モ
ニ
ア
工
場
を
建
設
す
る
方
針
が
考
案
さ
れ
て
い
た

(

�)

。

大
正
九
年
一
月
に
は
屎
尿
処
理
を
根
本
的
に
解
決
す
る
手
段
と
し
て
、
下
水
の
改
良
と
便
所
の
改
良
が
挙
げ
ら
れ
た
。
屎
尿
処

理
を
根
本
的
に
解
決
す
る
た
め
に
は

｢
下
水
工
事
の
完
成
を
俟
つ
の
外
な
い

(

�)｣

、｢

糞
尿
を
下
水
へ
疎
通
を
計
る
為
め
に
便
所
の
改

良
を
為
さ
ね
ば
な
ら
ぬ

(

�)｣

と
い
う
見
解
が
示
さ
れ
た
。
根
本
的
な
解
決
を
目
指
す
の
で
あ
れ
ば
、
屎
尿
問
題
は
下
水
問
題
に
付
随

し
て
解
決
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
い
う
捉
え
方
が
な
さ
れ
て
い
た
。

し
か
し
、
下
水
の
改
良
に
は
か
な
り
の
期
間
を
要
す
る
た
め
、
当
時
の
逼
迫
し
た
状
況
を
改
善
す
る
た
め
に
は
適
切
な
方
法
で

は
な
か
っ
た
。『

都
新
聞』

で
は

｢

下
水
設
備
が
完
成
し
た
ら
糞
尿
の
問
題
も
自
か
ら
解
決
さ
れ
る
こ
と
は
云
ひ
條
其
れ
は
今
か

ら
十
何
年
か
の
後
の
話
で
あ
る

(

�)｣

と
完
成
ま
で
に
は
時
間
が
か
か
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
続
け
て
、｢

糞
尿
を
下
水
に
放

流
し
て
処
分
さ
れ
る
の
は
、
帝
国
ホ
テ
ル
と
か
帝
劇
と
か
海
上
保
険
と
か
三
越
と
か
、
左
う
い
ふ
大
き
い
建
築
物
の
み
で
住
宅
の

糞
尿
は
将
来
他
の
施
設
に
俟
た
ね
ば
、
何
時
ま
で
待
つ
て
も
処
分
さ
れ
る
こ
と
は
無
い

(

�)｣

と
あ
り
、
下
水
道
の
改
良
以
外
の
イ
ン

フ
ラ
整
備
が
重
要
で
あ
る
と
い
う
見
解
を
示
し
て
い
る
。
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そ
こ
で
、
田
尻
市
長
の
時
代
に
は
前
述
し
た
硫
酸
ア
ン
モ
ニ
ア
工
場
の
建
設
案
が
持
ち
上
が
る
こ
と
に
な
っ
た
。
大
正
九
年
四

月
二
十
一
日
に
開
か
れ
た
東
京
市
参
事
会
特
別
委
員
会
で
市
営
計
画
案
が
提
出
さ
れ
、｢

第
一
期
計
画
と
し
て
予
算
六
十
万
円
を

投
じ
北
豊
島
郡
某
所
に
工
場
を
設
置
し
市
直
轄
の
学
校
区
役
所
街
路
便
所
等
の
糞
尿
を
化
学
的
に
処
分
す
る
に
あ
り
と
尚
処
分
に

困
れ
る
も
の
に
し
て
申
出
た
る
場
合
に
は
汲
取
処
分
に
応
ず｣

こ
と
に
な
り
、
硫
酸
ア
ン
モ
ニ
ア
工
場
を
市
で
建
設
し
、
市
直
轄

の
施
設
と
必
要
な
地
域
を
中
心
に
新
し
い
屎
尿
処
理
の
方
法
と
し
て
導
入
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
た

(

�)

。

こ
の
案
は
過
剰
な
屎
尿
を
利
用
し
て
硫
酸
ア
ン
モ
ニ
ア
肥
料
を
製
造
し
、
そ
れ
を
販
売
し
て
収
益
を
得
る
こ
と
を
目
標
に
し
て

い
た
。
当
初
は

｢

市
で
直
接
糞
尿
の
処
分
を
し
て
肥
料
に
製
出
販
売
す
る
と
一
ヶ
年
に
大
凡
そ
五
十
万
円
の
純
益
を
挙
げ
得
る
見

込

(

�)｣

が
あ
り
、
屎
尿
処
理
が
改
善
さ
れ
る
だ
け
で
な
く
、
東
京
市
の
財
政
に
と
っ
て
も
メ
リ
ッ
ト
が
大
き
い
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。

し
か
し
、
こ
の
硫
酸
ア
ン
モ
ニ
ア
工
場
の
建
設
に
は
二
百
万
円
も
の
費
用
が
か
か
り
、
建
設
を
す
ぐ
に
始
め
る
こ
と
は
困
難
で

あ
っ
た
。
こ
の
案
は
前
述
し
た
特
別
委
員
会
で
の
議
論
の
後
、
大
正
九
年
五
月
五
日
に
市
参
事
会
に
提
案
さ
れ
た
。
建
設
案
は

｢

大
体
大
正
九
年
度
よ
り
大
正
十
年
度
迄
の
継
続
事
業
と
し
て
府
下
の
某
所
に
総
工
費
二
百
万
円
を
投
じ
工
場
を
設
置
し
糞
尿
の

需
要
尠
少
に
し
て
過
剰
を
生
じ
た
る
場
合
是
等
の
糞
尿
を
化
学
的
に
処
分
し
硫
化
肥
料
と
な
さ
ん
と
す
る｣

と
い
う
内
容
で
、
二

年
継
続
事
業
ま
た
は
三
年
継
続
事
業
で
建
設
す
る
こ
と
が
検
討
さ
れ
た

(

�)

。
二
百
万
円
と
い
う
大
金
を
す
ぐ
に
捻
出
す
る
こ
と
は
困

難
で
あ
っ
た
た
め
、
二
年
計
画
、
三
年
計
画
が
検
討
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

建
設
案
の
議
論
は
具
体
的
な
予
算
の
話
に
入
る
こ
と
に
な
り
、
大
正
九
年
度
の
追
加
予
算
と
し
て
約
六
十
七
万
円
に
上
る
予
算

案
を
大
正
九
年
六
月
五
日
の
市
参
事
会
特
別
委
員
会
に
提
出
し
た
。
総
額
二
百
余
万
円
の
二
ヶ
年
継
続
事
業
の
一
年
目
と
し
て
設

備
費
六
十
七
万
二
千
九
十
四
円
、
給
料
三
千
四
百
八
円
、
雑
費
三
千
八
百
六
十
八
円
の
総
額
六
十
七
万
九
千
三
百
七
十
円
を
予
算

案
と
し
て
計
上
し
、
こ
の
費
用
で
浅
草
・
下
谷
方
面
の
適
当
な
場
所
に
工
場
を
設
置
し
て
、
屎
尿
を
化
学
的
に
処
理
し
よ
う
と
考
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え
た

(

�)

。
し
か
し
、
硫
酸
ア
ン
モ
ニ
ア
工
場
建
設
案
は
市
民
と
の
利
害
の
違
い
な
ど
も
あ
り
、
容
易
に
決
定
す
る
こ
と
が
出
来
ず
、
田
尻

市
長
の
辞
職
に
よ
っ
て
大
き
く
状
況
が
変
化
す
る
こ
と
に
な
っ
た

(

�)

。
田
尻
市
長
は
大
正
九
年
十
一
月
二
十
六
日
の
緊
急
市
参
事
会

で
市
の
土
木
工
事
に
不
正
が
あ
っ
た
こ
と
を
理
由
に
引
責
辞
任
し
、
三
十
日
の
市
参
事
会
で
は
東
京
市
会
議
長
、
助
役
三
名
、
出

席
し
た
参
事
会
員
も
辞
任
を
表
明
し
た

(

�)

。
同
年
十
二
月
中
は
田
尻
市
長
の
案
が
推
進
さ
れ
、
硫
酸
ア
ン
モ
ニ
ア
工
場
が
下
谷
方
面

に
建
設
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
趣
旨
の
新
聞
記
事
が
見
ら
れ
た
が
、
次
の
市
長
で
あ
る
後
藤
新
平

(

�)

が
就
任
す
る
と
事
態
は
一
変

す
る
こ
と
に
な
っ
た

(

�)
。

②
後
藤
新
平
市
長
時
代

後
藤
は
田
尻
市
長
辞
任
後
の
大
正
九
年
十
二
月
七
日
の
市
長
選
挙
で
選
出
さ
れ
、
後
藤
の
受
諾
を
経
て
十
七
日
に
東
京
市
長
に

な
っ
た

(

�)

。
投
票
総
数
六
十
五
、
有
効
投
票
六
十
四
の
う
ち
、
六
十
三
票
を
獲
得
し
、
満
場
一
致
に
近
い
形
で
の
当
選
だ
っ
た
。
当

時
、
後
藤
自
身
は
中
央
政
界
で
活
躍
す
る
首
相
候
補
の
一
人
で
あ
り
、
東
京
市
長
へ
の
就
任
は
考
え
て
い
な
か
っ
た
が
、
柳
沢
保

恵
・
桐
島
像
一
・
近
藤
達
児

(

�)

な
ど
の
東
京
市
会
の
有
力
者
が

｢

後
任
市
長
と
し
て
は
特
に
手
腕
力
量
あ
る
人
物
を
市
長
に
据
ゑ
、

こ
の
乱
麻
の
如
き
帝
都
の
自
治
行
政
の
更
生
を
図
る
こ
と
に
努
力
し
た
い｣

と
い
う
考
え
の
下
、
後
藤
を
推
薦
し
、
後
藤
本
人
に

事
後
承
諾
を
得
る
形
で
市
長
就
任
が
決
ま
る
こ
と
に
な
っ
た

(
�)
。

後
藤
の
就
任
後
、｢

新
事
業
及
其
ノ
財
政
計
画
ノ
綱
要｣

が
大
正
十
年
四
月
二
十
七
日
の
市
参
事
会
に
提
出
さ
れ
、
上
下
水
道

の
整
備
、
道
路
の
整
備
な
ど
と
と
も
に
屎
尿
・
塵
芥
類
の
処
分
設
備
の
整
備
も
重
要
な
項
目
と
考
え
ら
れ
た

(

	)

。
こ
の
計
画
は
通
称

｢

八
億
円
計
画｣

と
呼
ば
れ
、
後
藤
の
都
市
計
画
案
が
か
な
り
壮
大
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
屎
尿
処
理
に
関
し
て
は

こ
の
綱
要
の
提
出
以
前
か
ら
議
論
が
な
さ
れ
、
田
尻
案
と
は
異
な
る
方
法
が
示
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た

(


)

。
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後
藤
は
大
正
十
年
二
月
に
田
尻
の
硫
酸
ア
ン
モ
ニ
ア
建
設
案
を
撤
回
し
、
そ
れ
に
代
わ
る
根
本
案
と
応
急
案
を
作
成
す
る
こ
と

に
し
た
。
こ
の
内
容
は

｢

根
本
案
は
適
当
の
場
所
に
新
に
工
場
を
設
置
し
化
学
的
に
処
分
す
る
か
若
く
は
各
所
の
糞
尿
を
下
水
管

線
を
通
じ
三
河
島
汚
水
処
分
工
場
に
輸
送
し
同
所
に
て
処
分
せ
ん
と
す
る
か
に
あ
り
又
応
急
案
中
に
は
市
内
の
糞
尿
を
郡
部
町
村

に
輸
送
し
簡
単
な
る
方
法
に
依
り
処
分
す
る
案
件
外
二
三
案
あ
る

(

�)｣

と
い
う
も
の
で
、
根
本
案
と
し
て
化
学
的
処
分
の
た
め
の
工

場
建
設
と
下
水
道
の
改
良
、
応
急
案
と
し
て
屎
尿
の
輸
送
網
を
拡
充
す
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
た
。

田
尻
案
は
化
学
的
な
処
分
方
法
と
し
て
有
力
視
さ
れ
て
い
た
が
、
硫
酸
ア
ン
モ
ニ
ア
工
場
の
建
設
ま
で
三
年
か
か
る
迂
遠
な
方

法
で
あ
り
、
化
学
的
な
調
査
・
研
究
も
な
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
撤
回
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た

(

�)

。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
後
藤
は

｢

市
政
に
就
て｣

と
題
す
る
未
定
稿
の
中
で

｢

硫
酸
安
母
尼
亜
製
造
の
計
画
は
假
に
完
全
な
る
も
の
と
し
て
も
三
箇
年
先
き
に
な

ら
ね
ば
用
に
立
た
ぬ
の
で
あ
る｣
、｢
根
本
的
解
決
法
に
就
い
て
は
矢
張
り
化
学
的
調
査
研
究
を
経
た
上
で
決
定
す
べ
き
こ
と
で
、

尠
な
く
と
も
若
干
の
日
子
を
費
や
し
、
相
当
の
組
織
機
関
を
以
て
慎
重
に
研
究
し
な
け
れ
ば
軽
率
に
着
手
す
る
こ
と
は
出
来
な
い｣

と
述
べ
、
田
尻
案
が
適
切
な
方
法
で
は
な
い
こ
と
を
説
明
し
た

(

�)

。
ま
た
、
屎
尿
か
ら
硫
酸
ア
ン
モ
ニ
ア
を
製
造
す
る
方
法
は

｢

劣

悪
な
生
産
方
法

(

�)｣

、｢

採
算
不
引
合
に
て
今
迄
工
業
的
に
成
功
せ
ず

(

�)｣

、｢

製
造
技
術
が
確
立
し
て
い
な
か
っ
た

(

�)｣

な
ど
と
非
難
さ
れ

て
お
り
、
他
の
硫
酸
ア
ン
モ
ニ
ア
の
製
造
方
法

(

�)

と
比
べ
る
と
品
質
・
コ
ス
ト
の
面
で
劣
っ
て
い
た
こ
と
が
見
て
取
れ
、
こ
の
こ
と

も
硫
酸
ア
ン
モ
ニ
ア
工
場
建
設
案
が
撤
回
さ
れ
た
要
因
に
な
っ
た
。

ま
た
、
屎
尿
問
題
の
化
学
的
な
解
決
策
と
し
て
、
屎
尿
の
ト
ル
フ
燃
料
化
も
考
案
さ
れ
た
が
、
有
力
な
解
決
方
法
に
は
な
ら
な

か
っ
た
。
ト
ル
フ
燃
料
化
と
は
、
屎
尿
と
主
に
北
海
道
に
あ
る
泥
炭(
ト
ル
フ)

を
混
ぜ
、
化
学
的
処
理
を
施
す
こ
と
に
よ
っ
て
、

重
油
燃
料
を
製
造
す
る
こ
と
で
あ
り
、
屎
尿
問
題
の
解
決
と
同
時
に
燃
料
問
題
も
解
決
で
き
る
方
法
と
し
て
注
目
さ
れ
た

(

�)

。
大
正

十
年
四
月
二
十
八
日
に
は
ド
イ
ツ
人
技
師
を
招
聘
し
、
ト
ル
フ
燃
料
の
製
造
に
関
す
る
講
演
会
を
催
し
、
硫
酸
ア
ン
モ
ニ
ア
製
造
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に
代
わ
る
解
決
方
法
と
し
て
、
ト
ル
フ
燃
料
化
が
検
討
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た

(

�)

。
し
か
し
、
製
造
し
た
ト
ル
フ
の
輸
送
費
・
そ
の

他
の
経
費
が
か
か
る
こ
と
か
ら
反
対
す
る
人
も
多
く
、
結
局
、
実
現
さ
れ
な
か
っ
た

(

�)

。

以
上
の
よ
う
な
化
学
的
処
分
方
法
は
実
現
さ
れ
ず
、
最
終
処
分
先
に
関
す
る
試
行
錯
誤
は
見
ら
れ
た
も
の
の
、
後
藤
に
よ
る
屎

尿
処
理
に
対
す
る
政
策
は
回
収
費
用
の
拠
出
よ
り
も
最
終
処
分
先
の
確
保
を
目
指
し
た
イ
ン
フ
ラ
整
備
の
方
に
力
点
が
置
か
れ
る

傾
向
が
あ
っ
た
。
当
時
、
助
役
で
あ
っ
た
永
田
秀
次
郎

(

�)

は
大
正
十
年
三
月
四
日
の
区
長
会
議
で

｢

市
民
全
般
に
亘
る
糞
尿
処
分
を

悉
く
市
の
直
営
と
す
る
事
が
果
し
て
経
済
的
で
あ
る
か
如
何
か
は
疑
問
で
あ
る
夫
よ
り
も
寧
ろ
各
自
の
便
所
は
夫
々
料
金
を
出

し
て
汲
取
つ
て
貰
ひ
停
車
場
其
他
一
定
の
場
所
迄
運
搬
し
夫
か
ら
先
を
市
営
で
化
学
的
に
処
理
す
る
か
肥
料
と
し
て
売
却
す
る
な

り
し
た
方
が
効
果
が
多
い

(

�)｣
と
考
え
、
市
の
介
入
は
回
収
・
運
搬
よ
り
も
最
終
処
分
に
向
け
ら
れ
る
べ
き
だ
と
す
る
見
解
を
示
し

た
。こ

の
よ
う
な
イ
ン
フ
ラ
整
備
に
力
点
が
置
か
れ
る
よ
う
に
な
る
中
、
市
の
汲
取
料
補
助
が
撤
廃
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
後
藤

は
大
正
十
年
三
月
限
り
で
、
そ
れ
ま
で
一
回
当
た
り
汲
取
料
の
半
額
の
二
十
五
銭
を
市
が
補
助
し
て
い
た
制
度
を
廃
止
し
、
四
月

一
日
か
ら
は
市
民
自
身
に
費
用
を
負
担
さ
せ
、
処
理
を
行
わ
せ
る
こ
と
に
し
た

(

�)

。
こ
れ
も
回
収
・
運
搬
よ
り
も
最
終
処
分
に
市
費

を
使
お
う
と
す
る
姿
勢
の
表
れ
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
の
よ
う
な
経
緯
を
経
て
、
屎
尿
処
理
は
前
述
し
た
根
本
案
と
応
急
案
の
双
方
か
ら
解
決
を
図
る
こ
と
に
な
っ
た
。
た
だ
し
、

下
水
道
の
整
備
と
水
洗
便
所
の
普
及
に
は
か
な
り
の
時
間
が
か
か
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
、
当
初
は
応
急
案
の
実
現
が
重
視
さ
れ
、

下
谷
区
・
浅
草
区
に
は
簡
易
下
水
道
を
設
置
し
、
山
の
手
地
域
で
は
鉄
道
輸
送
に
よ
っ
て
農
村
還
元
の
範
囲
を
拡
張
し
よ
う
と
し

た

(

�)

。鉄
道
輸
送
の
案
は
田
尻
市
長
の
時
代
か
ら
議
論
さ
れ
て
お
り
、
屎
尿
輸
送
の
た
め
の
鉄
道
を
確
保
す
る
動
き
が
見
ら
れ
る
よ
う
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に
な
っ
た
。『

都
新
聞』

の
記
事
中
に

｢

或
線
路
を
限
つ
て
も
宜
し
い
か
ら
終
夜
運
転
を
し
て
貨
物
の
運
搬
を
開
始
し
て
欲
し
い

何
を
運
搬
す
る
か
と
い
へ
ば
目
下
切
迫
し
て
居
る
糞
尿
の
始
末
に
充
て
る
の
で
あ
る

(

�)｣

と
あ
り
、
屎
尿
の
運
搬
に
鉄
道
を
利
用
す

べ
き
だ
と
す
る
考
え
が
高
ま
っ
て
き
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

後
藤
市
長
の
時
代
に
な
り
、
具
体
的
に
屎
尿
運
搬
線
を
確
保
し
よ
う
と
す
る
動
き
が
見
ら
れ
た
が
、
東
京
鉄
道
局
に
は
屎
尿
輸

送
専
用
線
の
建
設
を
断
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
東
京
市
と
し
て
は

｢

市
外
に
沿
う
線
路
に
面
し
四
ヶ
所
の
糞
尿
発
送
場
を
設
置

し
て
専
用
線
を
引
き
東
京
か
ら
約
三
十
哩
以
内
の
近
県
へ
糞
尿
を
輸
送
し
た
い｣

の
で
あ
る
が
、
鉄
道
局
は

｢

此
の
計
画
は
頗
る

愚
策
で
糞
尿
輸
送
場
を
設
け
る
と
し
て
も
差
当
り
田
端
か
三
河
島
中
野
平
井
付
近
で
な
け
れ
ば
適
当
な
場
所
が
な
く
ま
た
糞
尿
輸

送
の
専
用
線
の
建
設
や
糞
尿
載
積
の
専
用
車
も
造
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
し
其
の
総
設
備
費
約
五
十
万
円
も
要
る
か
ら
容
易
く
受
合
う
訳

に
行
か
な
い｣

と
し
て
、
屎
尿
輸
送
専
用
線
の
建
設
を
断
っ
た

(

�)

。

屎
尿
運
搬
線
の
確
保
と
と
も
に
、
屎
尿
の
輸
送
先
を
確
保
す
る
た
め
に
周
辺
の
郡
部
と
契
約
を
結
ぶ
こ
と
も
重
要
な
こ
と
で
あ
っ

た
。
大
正
十
年
六
月
に
は

｢

糞
尿
処
分
に
当
り
鉄
道
省
の
力
を
借
り
汲
取
つ
た
糞
尿
を
府
下
を
始
め
埼
玉
、
茨
城
の
諸
県
ま
で
運

ぶ｣

案
が
持
ち
上
が
る
よ
う
に
な
り
、｢

市
が
農
民
と
直
接
契
約
す
る
と
勢
ひ
糞
尿
供
給
が
過
剰
に
な
つ
た
場
合
に
墳
丘
紛
擾

(

も
め)

が
起
こ
っ
て
は
な
ら
ぬ｣

の
で
、｢

市
の
方
で
は
責
任
の
あ
る
郡
農
会
な
ど
と
確
実
な
契
約
の
下
に
販
売
す
る｣

こ
と
を

考
え
た

(

�)

。
鉄
道
を
使
っ
て
遠
方
の
郡
農
会
に
安
定
し
た
形
で
買
い
取
っ
て
も
ら
お
う
と
考
え
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
大
正
十
年
七
月
に
入
間
郡
農
会
と
の
契
約
に
基
づ
き
、
東
上
鉄
道
と
武
蔵
野
鉄
道
に
よ
る
屎
尿
輸
送
が
始
め
ら
れ
る

こ
と
が
決
ま
っ
た
。｢

牛
込
、
本
郷
、
小
石
川
三
区
を
主
と
し
た
る
山
の
手
方
面
の
糞
尿
中
一
日
三
百
石
は
埼
玉
県
入
間
郡
農
会

と
の
契
約
に
基
き
同
郡
下
に
輸
送
す
る
こ
と
に
決
し｣

、｢

市
会
議
の
決
議
を
経
次
第
市
は
十
万
三
千
円
を
投
じ
て
東
上
鉄
道
沿
線

に
て
は
志
木
、
鶴
瀬
、
上
福
岡
、
新
河
岸
、
的
場
、
坂
戸
の
六
駅
及
び
武
蔵
野
鉄
道
沿
線
に
て
は
秋
津
、
三
ヶ
島
、
仏
子
、
飯
能
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の
四
駅
に
夫
々
煉
瓦
及
び
コ
ン
ク
リ
糞
尿
溜
を
造
る｣

こ
と
に
な
っ
た

(

�)

。

他
方
、
下
水
道
処
理
に
関
し
て
は
、
大
正
十
年
に
東
京
市
下
水
道
条
例
が
制
定
さ
れ
、
翌
大
正
十
一
年
に
三
河
島
汚
水
処
分
場

が
稼
動
を
始
め
、
屎
尿
も
下
水
処
理
の
対
象
と
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

(

�)

。
汚
物
処
理
法
と
下
水
道
法
が
制
定
さ
れ
た
明
治
三
十
三

年
の
時
点
で
は
、
屎
尿
は
下
水
道
処
理
の
対
象
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、
屎
尿
の
市
場
価
値
の
変
化
と
と
も
に
屎
尿

を
下
水
道
法
で
扱
う
必
要
性
が
出
て
き
た
の
で
あ
る

(

�)

。

以
上
の
よ
う
な
取
り
組
み
を
具
体
的
に
実
行
に
移
す
た
め
に
、
大
正
十
年
七
月
十
四
日
の
東
京
市
衛
生
常
設
委
員
会
で
下
谷
区
・

浅
草
区
と
山
の
手
地
域
に
お
け
る
応
急
処
分
案
が
可
決
さ
れ
た
。
こ
の

｢

糞
尿
応
急
処
分
案｣

の
内
容
は
、｢

一
、
糞
尿
処
分
掃

除
義
務
者
の
要
求
に
よ
り
一
日
二
千
石
を
限
度
と
し
山
ノ
手
方
面
並
下
谷
浅
草
両
区
に
対
し
之
を
施
行
す
但
汲
取
料
金
一
荷
に
付

き
金
十
銭
を
徴
収
す｣

、｢

二
、
前
項
の
処
分
を
な
す
為
め
市
は
左
の
設
備
を
な
す

(

イ)

汚
物
取
扱
場

(

ロ)

運
搬
車
二
百
七
十

八
台

(

ハ)

自
動
車
三
十
台

(

ニ)
担
掃
千
六
百
十
二
荷

(

ホ)

汲
取
器
具
附
属
品

(

ヘ)

器
具
置
場｣

、｢

三
、
汲
取
り
た
る
糞

尿
は
左
の
方
法
に
よ
り
処
分
す
る
も
の
と
す(
イ)

一
部
は
鉄
道
輸
送
其
他
の
方
法
に
よ
り
生
肥
と
し
て
需
要
地
に
供
給
す(

ロ)

一
部
は
河
岸
地
取
扱
場
搬
出
し
当
分
の
内
適
当
と
認
む
る
私
設
会
社
組
合
等
に
処
分
せ
し
む｣

、｢

四
、
下
谷
浅
草
両
区
内
の
下
水

道
を
利
用
し
適
当
の
設
備
を
施
し
之
に
放
流
す
る
に
於
て
は
汚
水
処
分
場
瀘
過
池
の
竣
工
期
日
に
従
ひ
大
正
十
年
十
二
月
以
降
は

一
日
六
百
石
を
大
正
十
一
年
四
月
以
降
は
同
千
二
百
石
を
処
分
し
得
べ
し｣

、｢

五
、
以
上
の
方
法
を
実
行
し
後
更
に
計
画
を
定
め

順
次
他
区
に
及
ぼ
さ
ん
と
す

(

�)｣

と
さ
れ
、｢

下
谷
浅
草
両
区
の
糞
尿
は
下
水
管
に
放
流
し
三
河
島
に
於
て
処
分
し
山
の
手
方
面
糞

尿
の
一
部
は
衛
生
肥
料
株
式
会
社
に
供
給
し
他
の
一
部
は
入
間
郡
に
輸
送
す
る

(

�)｣

こ
と
に
し
た
。

以
上
の
方
針
に
従
い
、
大
正
十
年
十
月
に
牛
込
・
小
石
川
・
本
郷
の
三
区
で
市
営
に
よ
る
汲
取
が
始
め
ら
れ
、
大
正
十
一
年
四

月
に
は
下
谷
区
、
五
月
に
は
浅
草
区
に
拡
張
さ
れ
た

(

�)

。
最
初
に
市
営
の
汲
取
が
始
め
ら
れ
た
山
の
手
三
区
に
お
い
て

｢

成
績
は
頗
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る
良
好｣

だ
っ
た
の
で
、｢

更
に
之
を
下
谷
浅
草
の
両
区
に
も
拡
張
す
る｣

こ
と
に
な
っ
た

(

�)

。
下
谷
区
・
浅
草
区
に
範
囲
を
拡
張

す
る
際
に
困
っ
た
こ
と
は

｢

汲
取
つ
た
糞
尿
を
如
何
処
分
す
る
か
の
問
題

(

�)｣

で
あ
り
、
種
々
の
研
究
の
結
果
、
浅
草
老
松
町
・
東

三
筋
町
・
松
清
町
の
三
ヶ
所
に
約
十
五
万
円
を
出
し
て
汚
物
処
分
所
を
新
設
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
大
正
十
一
年
一
月
中
旬
に
工

事
が
始
め
ら
れ
、｢

汲
取
つ
て
来
た
糞
尿
は
こ
こ
で
約
五
十
倍
に
の
べ
下
水
道
を
利
用
し
て
三
河
島
の
汚
物
沈
殿
所
に
送
り
こ
こ

で
全
く
浄
化
し
て
流
出
す
計
画
で
遅
く
も
四
月
頃
迄
に
は
完
成
す
る

(

�)｣

こ
と
に
な
っ
た
。
住
民
側
の
建
設
反
対
の
動
き
も
あ
っ
た

が
、
予
定
通
り
建
設
は
進
め
ら
れ
、
下
谷
区
・
浅
草
区
に
お
い
て
も
市
営
汲
取
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ま
た
、
麹
町
・
芝
・

赤
坂
・
四
谷
の
四
区
で
も
大
正
十
一
年
十
月
か
ら
市
営
に
よ
る
汲
取
が
開
始
さ
れ
、
山
の
手
地
域
を
中
心
に
市
営
化
が
進
ん
で
い

る
こ
と
が
分
か
る

(

�)

。

以
上
の
よ
う
な
東
京
市
の
屎
尿
処
理
の
方
針
に
つ
い
て
は
、
東
京
市
会
の
中
で
も
明
確
に
さ
れ
て
い
る
。
大
正
十
一
年
七
月
十

九
日
の
東
京
市
会
で
、
三
枝
米
太
郎
か
ら
屎
尿
処
理
に
関
す
る
質
問
書
が
提
出
さ
れ
た

(

�)

。
こ
の
内
容
は
市
の
人
口
・
屎
尿
排
泄
量
、

市
直
営
区
域
、
市
保
有
の
屎
尿
処
理
関
係
設
備
、
処
分
方
法
な
ど
十
六
項
目
に
関
す
る
質
問
で
あ
り
、
同
年
八
月
十
四
日
に
後
藤

新
平
市
長
の
名
前
で
こ
れ
に
対
す
る
答
弁
書
が
出
さ
れ
た

(

�)

。
市
直
営
区
域
に
関
し
て
は

｢

昨
年
十
月
牛
込
、
小
石
川
、
本
郷
三
区

ニ
対
シ
汲
取
を
施
行
し
本
年
四
月
ヨ
リ
下
谷
、
浅
草
ノ
両
区
ニ
拡
張
セ
リ｣

と
明
示
さ
れ
、
市
の
設
備
と
し
て
、｢

(

１)

埼
玉

県
入
間
郡
農
会
ニ
屎
尿
ヲ
輸
送
ス
ル
為
東
上
線
及
武
蔵
野
線
各
駅
ノ
設
備
、(

２)

浅
草
区
内
三
好
町
外
二
個
所
ニ
於
ケ
ル
屎
尿

投
棄
所｣

な
ど
の
大
部
分
が
完
成
し
、｢

(

１)

三
河
島
汚
水
処
分
場
ヲ
利
用
シ
テ
屎
尿
ヲ
暗
渠
ニ
投
棄
シ
浄
化
放
流
ス
、(

２)

生
肥
処
分
ト
シ
テ
ハ
従
来
ノ
需
要
地
ヲ
離
レ
成
ル
ベ
ク
遠
隔
ノ
地
ニ
供
給
ス
ル
為
鉄
道
ヲ
利
用
ス
、(

３)

化
学
処
分
ヲ
目
的
ト

シ
民
間
ニ
於
テ
現
ニ
硫
酸
安
母
尼
亜
製
造
工
場
ヲ
有
ス
ル
会
社
ニ
払
下
グ｣
と
い
う
方
針
が
示
さ
れ
た

(

�)

。
山
の
手
地
域
の
屎
尿
は

埼
玉
県
入
間
郡
へ
鉄
道
輸
送
さ
れ
、
下
谷
区
・
浅
草
区
で
は
三
河
島
汚
水
処
分
場
を
利
用
し
て
浄
化
放
流
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

大正・昭和初期東京における屎尿処理の市営化

209



こ
と
が
分
か
る
。
ま
た
、
民
間
が
保
有
し
て
い
た
硫
酸
ア
ン
モ
ニ
ア
工
場
で
利
用
し
て
も
ら
う
と
い
う
方
法
も
実
行
に
移
さ
れ
た
。

後
藤
市
長
の
時
代
に
な
る
と
、
硫
酸
ア
ン
モ
ニ
ア
工
場
の
建
設
一
辺
倒
だ
っ
た
田
尻
時
代
と
は
異
な
り
、
屎
尿
処
理
の
範
囲
・

規
模
を
拡
大
す
る
と
と
も
に
、
多
角
的
に
最
終
処
分
先
の
確
保
が
目
指
さ
れ
た
。
硫
酸
ア
ン
モ
ニ
ア
工
場
建
設
案
に
関
し
て
は
、

主
に
技
術
的
な
要
因
か
ら
撤
回
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
背
景
に
は
壮
大
な
都
市
計
画
案
に
基
づ
く
イ
ン
フ
ラ
整
備
の
推
進
や

屎
尿
処
理
は
営
利
事
業
で
は
な
い
と
い
う
認
識
の
形
成
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る

(

�)

。
硫
酸
ア
ン
モ
ニ
ア
工
場
建
設
案
の
撤
回
以
降
、

屎
尿
の
売
却
益
に
関
す
る
議
論
が
見
ら
れ
な
く
な
る
こ
と
か
ら
も
屎
尿
処
理
に
対
す
る
認
識
の
変
化
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

後
藤
は
屎
尿
問
題
の
解
決
の
た
め
に
、
回
収
費
用
の
拠
出
よ
り
も
最
終
処
分
先
の
確
保
を
重
視
し
、
根
本
案
と
応
急
案
を
併
用
し

て
対
策
を
進
め
た
。
根
本
的
な
解
決
方
法
と
し
て
下
水
道
整
備
の
重
要
性
を
認
識
し
つ
つ
も
、
急
場
に
対
応
す
る
た
め
に
輸
送
網

や
簡
易
下
水
道
の
整
備
を
行
っ
た
。
ま
た
、
市
営
化
過
程
に
つ
い
て
は
、
特
に
屎
尿
問
題
が
深
刻
だ
っ
た
山
の
手
地
域
と
早
く
か

ら
下
水
工
事
が
行
わ
れ
て
い
た
下
谷
区
・
浅
草
区

(

�)

か
ら
市
営
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
必
要
に
迫
ら
れ
た
地
域
か
ら
後
藤
の
応
急

案
に
沿
っ
た
対
策
が
な
さ
れ
た
。

③
関
東
大
震
災
後
の
屎
尿
処
理

こ
の
よ
う
に
山
の
手
地
域
と
下
谷
区
・
浅
草
区
か
ら
市
営
化
が
広
が
っ
て
い
く
中
、
大
正
十
二
年
九
月
一
日
に
関
東
大
震
災
が

起
こ
り
、
屎
尿
処
理
に
も
多
大
な
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
に
な
っ
た

(

�)

。
関
東
大
震
災
で
の
被
害
は
、
焼
失
戸
数
四
十
万
戸
、
死
傷
者

は
二
十
万
人
に
及
び
、
九
月
三
日
に
よ
う
や
く
鎮
火
し
た
。
震
災
の
被
害
は
山
の
手
地
域
よ
り
も
下
町
地
域
の
方
が
大
き
く
、
生

き
残
っ
た
下
町
の
市
民
は
郊
外
や
山
の
手
の
比
較
的
被
害
の
少
な
い
地
域
に
逃
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
た
め
、
山
の
手
で
は

急
激
に
人
口
が
増
加
す
る
こ
と
に
な
り
、
汲
取
の
停
滞
と
屎
尿
の
氾
濫
が
顕
著
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

(

�)

。

こ
の
よ
う
な
不
測
の
事
態
の
中
、
東
京
復
興
事
務
局
が
市
民
の
収
容
や
仮
便
所
の
敷
設
を
行
う
と
と
も
に
、
民
間
業
者
が
東
京
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市
か
ら
汲
取
・
運
搬
業
務
を
請
け
負
う
形
で
震
災
期
を
乗
り
切
る
こ
と
に
な
っ
た

(

�)

。
震
災
に
よ
っ
て
、
東
京
市
は
保
有
し
て
い
た

清
掃
用
具
・
運
搬
機
具
を
失
い
、
民
間
業
者
に
応
急
援
助
を
求
め
た
の
で
あ
る
。
東
京
生
肥
株
式
会
社
と
東
京
糞
尿
肥
料
組
合
は

こ
の
契
約
に
応
じ
、
一
ヶ
月
十
万
円
の
二
ヶ
月
契
約
で
屎
尿
汲
取
・
運
搬
を
行
う
こ
と
に
な
っ
た
。
運
搬
の
便
が
悪
い
山
の
手
が

中
心
の
請
負
作
業
で
あ
り
、
屎
尿
処
理
に
は
か
な
り
の
困
難
を
伴
っ
た
。

関
東
大
震
災
に
よ
っ
て
、
屎
尿
処
理
は
一
時
的
に
か
な
り
困
難
な
状
況
に
な
っ
た
が
、
大
正
十
四
年
頃
に
は
大
正
十
一
年
の
頃

と
ほ
と
ん
ど
変
わ
ら
な
い
屎
尿
処
理
が
行
わ
れ
て
い
た
。
大
正
十
四
年
頃
の
市
の
屎
尿
処
分
量
は
一
日
に
約
二
千
五
百
石
で
、
下

水
投
棄
が
四
百
か
ら
五
百
石
、
東
上
線
な
ど
で
入
間
郡
農
会
に
運
搬
す
る
量
が
四
百
か
ら
五
百
石
、
残
り
の
約
千
五
百
石
を
製
肥

会
社
の
原
料
と
し
て
民
間
に
払
い
下
げ
る
な
ど
し
て
処
理
し
た

(

�)

。
こ
の
こ
と
か
ら
大
正
十
一
年
に
示
さ
れ
た
市
の
方
針
が
そ
の
ま

ま
受
け
継
が
れ
、
実
行
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

こ
の
頃
に
は
市
営
化
の
広
ま
り
と
と
も
に
、
市
営
と
民
間
業
者
の
汲
取
手
数
料
の
格
差
が
問
題
に
な
っ
た
。
屎
尿
処
理
が
困
難

な
地
域
か
ら
市
営
化
を
促
進
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
東
京
市
内
に
屎
尿
が
氾
濫
す
る
と
い
う
よ
う
な
苦
情
は
減
っ
て
き
た
が
、
そ

れ
に
代
わ
っ
て
市
営
と
民
間
業
者
の
汲
取
手
数
料
の
格
差
が
大
き
い
こ
と
か
ら
、
市
営
区
域
以
外
の
地
域
か
ら
も
市
営
を
望
む
声

が
大
き
く
な
っ
た

(

�)

。
市
営
地
域
が
拡
大
さ
れ
る
直
前
の
昭
和
八
年
に
お
い
て
、
一
ヶ
月
の
汲
取
料
は
民
間
業
者
汲
取
が
一
戸
当
た

り
五
十
三
銭
、
一
人
当
た
り
九
銭
、
一
荷
当
た
り
二
十
銭
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
市
営
汲
取
で
は
一
戸
当
た
り
五
十
銭
、
一
人

当
た
り
六
銭
、
一
荷
当
た
り
十
九
銭
で
あ
り
、
業
者
汲
取
の
方
が
高
い
手
数
料
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る

(
)100

。

(

２)

汚
物
掃
除
法
改
正
と
東
京
市
の
全
市
市
営
化

関
東
大
震
災
後
は
更
な
る
人
口
増
加
と
と
も
に
、
衛
生
問
題
と
屎
尿
処
理
問
題
が
全
国
的
な
問
題
と
な
り
、
昭
和
五
年
五
月
十
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七
日
の
法
律
第
八
号
で
汚
物
掃
除
法
を
改
正
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
汚
物
掃
除
法
の
改
正
に
よ
っ
て
、
屎
尿
処
理
も
市
町
村

の
義
務
と
な
り
、
塵
芥
と
同
様
に
屎
尿
も
市
が
収
集
処
分
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
り
、
市
は
汚
物
の
回
収
の
際
に
手
数
料
を
徴

収
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た

(
)101

。

た
だ
し
、
市
営
化
の
実
施
ま
で
は
四
年
の
猶
予
期
間
が
設
け
ら
れ
、
そ
の
間
に
市
営
化
に
向
け
て
の
準
備
が
進
め
ら
れ
る
こ
と

に
な
っ
た

(
)102

。
昭
和
初
期
に
は
屎
尿
処
理
関
連
の
イ
ン
フ
ラ
整
備
が
さ
ら
に
進
め
ら
れ
る
と
同
時
に
、｢

自
由
営
業
か
ら
許
可
営
業

へ
の
屎
尿
処
理
業
の
変
化｣

、｢

市
営
汲
取
の
手
数
料
の
決
定｣

な
ど
が
進
め
ら
れ
、
屎
尿
処
理
サ
ー
ビ
ス
の
質
の
向
上
と
市
営
化

が
図
ら
れ
た

(
)103

。

①
自
由
営
業
か
ら
許
可
営
業
へ
の
移
行

江
戸
期
以
来
、
屎
尿
処
理
は
自
由
営
業
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
き
た
が
、
昭
和
初
期
に
な
る
と
、
自
由
営
業
の
問
題
点
と
自
由
営

業
に
対
す
る
苦
情
が
出
て
く
る
よ
う
に
な
っ
た
。
昭
和
五
年
一
月
に
は
屎
尿
処
理
業
者
の
側
か
ら
許
可
営
業
へ
の
移
行
を
求
め
る

動
き
が
起
こ
り
、
当
時
の
衆
議
院
議
員
で
あ
っ
た
前
田
米
蔵

(
)104

・
牧
野
賤
男

(
)105

な
ど
の
理
解
・
応
援
を
得
て
、
警
視
庁
に
出
頭
し
た

(
)106

。

昭
和
六
年
三
月
十
一
日
に
は
東
京
市
外
の
中
野
町
の
公
栄
衛
生
同
業
組
合
長
関
口
新
太
郎
が
警
視
庁
衛
生
課
に
対
し
、｢

糞
尿
汲

取
並
に
運
搬
を
塵
芥
掃
除
業
者
同
様
、
許
可
営
業
に
し
て
貰
へ
れ
ば
か
う
し
た
不
正
汲
取
は
一
掃
さ
れ
る｣

と
許
可
営
業
を
求
め

る
陳
情
を
行
っ
た

(
)107

。
こ
の
陳
情
は
自
由
営
業
下
で
は
不
正
な
汲
取
業
者
が
増
え
、
不
法
投
棄
や
屎
尿
処
理
の
停
滞
が
深
刻
に
な
っ

た
こ
と
を
踏
ま
え
て
の
も
の
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
自
由
営
業
の
問
題
点
が
顕
在
化
し
て
き
て
も
、
世
論
や
反
対
議
員
の
動
き
も
あ
っ
て
、
許
可
営
業
へ
の
移
行
は
な
か

な
か
進
ま
な
か
っ
た

(
)108

。
許
可
営
業
に
移
行
す
れ
ば
、
屎
尿
処
理
の
質
は
向
上
す
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
汲
取
料
金
は
上
昇
す
る
こ

と
が
予
想
さ
れ
、
従
来
の
自
由
営
業
を
支
持
す
る
者
も
多
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
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昭
和
七
年
に
な
る
と
、
よ
う
や
く
硬
直
し
た
状
況
が
変
化
し
、
許
可
営
業
に
向
け
て
動
き
出
す
こ
と
に
な
っ
た
。
昭
和
五
年
以

降
、
不
正
な
同
業
者
の
存
在
に
困
っ
て
い
た
屎
尿
処
理
業
者
は
、
根
気
よ
く
許
可
営
業
へ
の
移
行
を
求
め
る
運
動
を
展
開
し
た
。

そ
の
努
力
が
昭
和
七
年
七
月
十
日
に
よ
う
や
く
実
を
結
び
、
本
所
区
千
歳
町
の
共
益
肥
料
組
合
に
集
ま
っ
て
い
た
農
村
出
身
議
員

の
中
村
梅
吉

(
)109

と
業
界
代
表
者
の
下
に
警
視
庁
の
岸
本
衛
生
課
長
と
鈴
木
警
部
か
ら

｢

新
市
域
編
入
と
同
時
に
許
可
営
業
と
す
る｣

と
い
う
内
示
が
届
い
た

(
)110

。

実
際
に
は
新
市
域
編
入
よ
り
遅
れ
て
、
昭
和
八
年
四
月
一
日
に
警
視
庁
令
第
八
号

｢

清
掃
営
業
取
締
規
則｣

に
お
い
て
許
可
営

業
で
行
わ
れ
る
こ
と
が
決
め
ら
れ
た

(
)111

。
警
視
庁
で
は
こ
の
こ
と
に
基
づ
い
て
、｢

清
掃
営
業
届
出
済
証｣

を
交
付
し
、
屎
尿
処
理

業
者
に
対
し
て
従
来
の
よ
う
な
自
由
営
業
を
禁
止
し
た
。
こ
の
時
に
許
可
を
受
け
た
屎
尿
処
理
業
者
の
数
は
約
千
八
百
名
に
及
び
、

許
可
営
業
に
移
行
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
市
営
に
向
け
た
基
礎
調
査
や
市
営
計
画
を
実
行
し
や
す
い
環
境
が
で
き
た

(
)112

。

屎
尿
処
理
業
が
自
由
営
業
か
ら
許
可
営
業
へ
と
移
行
す
る
際
に
、
既
存
の
警
視
庁
の
規
則
も
改
正
さ
れ
た
。
昭
和
八
年
に
は

『

公
衆
衛
生』

の
中
で
、
警
視
庁
衛
生
部
の

｢
汚
物
取
扱
営
業
取
締
規
則
改
正

(
)113｣

に
関
す
る
記
事
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
屎
尿
処

理
に
関
し
て
は
、｢

屎
尿
は
自
由
営
業
な
り
し
も
都
市
の
膨
張
に
伴
ひ
肥
料
と
し
て
の
利
用
地
域
遠
隔
と
な
り
、
為
に
運
搬
費
に

多
額
の
経
費
を
要
す
る
も
財
界
不
況
等
の
影
響
を
受
け
汲
取
料
は
漸
次
低
下
す
る
の
み
な
ら
ず
自
由
営
業
の
欠
陥
に
乗
じ
不
正
営

業
者
続
出
し
営
業
の
不
当
な
る
競
争
を
惹
起

(
)114｣

し
て
い
る
と
、
屎
尿
処
理
業
を
取
り
巻
く
収
益
環
境
の
悪
化
と
自
由
営
業
に
よ
る

屎
尿
処
理
サ
ー
ビ
ス
の
質
の
低
下
に
言
及
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
踏
ま
え
て

｢

不
正
不
良
な
る
営
業
者
に
対
し
て
は
行
政

処
分
に
依
り
営
業
禁
止
を
以
て
臨
み
業
界
の
根
本
的
改
善
を
期
す
る｣
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
し
、｢

屎
尿
を
許
可
種
目
に
加
え

る｣

こ
と
に
し
た

(
)115

。

②
イ
ン
フ
ラ
整
備
の
促
進
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屎
尿
処
理
関
連
の
イ
ン
フ
ラ
整
備
も
市
営
化
を
前
に
促
進
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
大
正
期
に
進
め
ら
れ
た
イ
ン
フ
ラ
整
備
に

加
え
て
、
自
動
車
輸
送
の
普
及
や
農
村
還
元
の
た
め
の
貯
溜
槽
の
建
設
な
ど
が
進
め
ら
れ
た
。

自
動
車
輸
送
に
関
し
て
は
、
昭
和
七
年
に
自
動
車
に
よ
る
屎
尿
運
搬
の
走
行
状
態
や
経
費
に
つ
い
て
調
査
が
な
さ
れ
た
。
自
動

車
輸
送
は
鉄
道
と
と
も
に
、｢

高
速
度
運
搬
機
関｣

と
し
て
屎
尿
を
始
め
と
し
た
汚
物
輸
送
に
衛
生
上
適
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ

た

(
)116

。
そ
こ
で
、
昭
和
七
年
に
汲
取
現
場
か
ら
終
末
処
分
地
ま
で
の
運
搬
能
率
・
経
費
な
ど
を
詳
細
に
調
査
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

調
査
の
対
象
と
し
て
千
葉
県
の
千
葉
郡
・
印
旛
郡
・
東
�
飾
郡
、
茨
城
県
の
北
相
馬
郡
・
猿
島
郡
、
埼
玉
県
の
北
�
飾
郡
・
南
埼

玉
郡
・
北
足
立
郡
・
入
間
郡
、
東
京
府
の
西
多
摩
郡
・
南
多
摩
郡
、
神
奈
川
県
の
高
座
郡
ま
で
の
運
搬
経
路
を
設
定
し
、
東
京
市

が
所
有
し
て
い
た
一
ト
ン
半
積
の
シ
ュ
ボ
レ
ー
屎
尿
運
搬
用
自
動
車
を
使
っ
て
、
距
離
・
所
要
時
間
・
時
速
・
運
搬
経
費
・
交
通

経
路
の
概
要
・
交
通
経
路
付
近
の
農
作
物
栽
培
状
況
な
ど
を
調
査
し
た

(
)117

。

こ
の
調
査
の
結
果
、
自
動
車
輸
送
に
適
し
た
屎
尿
処
分
地
が
明
確
に
な
り
、
能
率
的
な
自
動
車
輸
送
法
を
確
立
す
る
こ
と
が
可

能
に
な
っ
た
。
こ
の
後
、
自
動
車
輸
送
は
埼
玉
県
・
千
葉
県
を
中
心
に
急
増
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
市
営
化
前
の
昭
和
六
年
の
調

査
と
昭
和
十
年
の
調
査
を
比
較
す
る
と
、
自
動
車
輸
送
は
五
倍
近
く
増
加
し
、
船
舶
輸
送
は
半
減
し
て
い
る

(
)118

。
昭
和
七
年
の
調
査

を
機
に
、
迅
速
に
運
搬
で
き
、
積
み
下
ろ
し
の
回
数
が
比
較
的
少
な
い
自
動
車
輸
送
が
船
舶
な
ど
に
取
っ
て
代
わ
る
よ
う
に
な
っ

た
こ
と
が
分
か
る

(
)119

。
こ
の
よ
う
な
輸
送
網
の
確
立
も
衛
生
環
境
を
意
識
し
た
東
京
市
の
イ
ン
フ
ラ
整
備
の
一
環
と
し
て
捉
え
る
こ

と
が
で
き
る
。

ま
た
、
屎
尿
の
輸
送
網
の
他
に
、
屎
尿
の
最
終
処
分
先
に
関
す
る
イ
ン
フ
ラ
整
備
も
行
わ
れ
た
。
東
京
市
近
郊
に
お
け
る
屎
尿

処
分
場
の
建
設
と
農
村
還
元
の
た
め
の
貯
溜
槽
の
建
設
に
つ
い
て
、
東
京
市
会
で
も
議
論
が
な
さ
れ
、
終
末
処
分
地
の
確
保
の
た

め
に
建
設
が
進
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
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ま
ず
、
関
東
大
震
災
に
伴
い
、
下
水
改
良
工
事
を
急
い
で
進
め
る
必
要
性
に
迫
ら
れ
、
下
水
道
の
改
良
と
と
も
に
、
最
終
処
分

場
の
確
保
に
も
力
が
注
が
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

(
)120

。
下
水
道
改
良
に
関
す
る
費
用
と
し
て
、
大
正
十
四
年
か
ら
昭
和
七
年
ま
で
の
支

出
方
法
、
国
庫
補
助
金
、
債
券
発
行
に
つ
い
て
議
論
が
な
さ
れ
、
継
続
的
に
下
水
道
改
良
へ
の
支
出
が
行
わ
れ
た

(
)121

。
こ
の
計
画
の

中
で

｢
芝
浦
に
大
溜
池
を
設
け｣

る
な
ど
の
案
も
具
体
化
す
る
こ
と
に
な
り
、
最
終
処
分
場
の
確
保
に
向
け
て
動
き
出
す
こ
と
に

な
っ
た

(
)122

。

こ
れ
に
加
え
て
、
昭
和
五
年
十
月
七
日
に

｢

継
続
屎
尿
処
分
場
建
設
費
継
続
年
期
及
支
出
方
法｣

と
い
う
案
が
東
京
市
会
に
出

さ
れ
、
新
し
い
屎
尿
処
分
場
の
建
設
費
用
が
改
め
て
計
上
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た

(
)123

。
こ
の
案
は
昭
和
五
年
度
分
と
し
て
十
三
万
二

千
五
百
円
、
昭
和
六
年
度
分
と
し
て
二
十
三
万
三
千
五
百
円
が
計
上
さ
れ
、
屎
尿
処
分
場
建
設
費
三
十
六
万
六
千
円
と
い
う
案
だ
っ

た
。
こ
の
案
は
指
名
さ
れ
た
委
員
の
調
査
も
経
て
、
昭
和
五
年
十
二
月
五
日
の
東
京
市
会
で
可
決
さ
れ
た

(
)124

。
以
上
の
よ
う
な
取
組

の
結
果
、
昭
和
五
年
に
砂
町
、
昭
和
六
年
に
芝
浦
で
下
水
処
分
場
が
運
転
を
開
始
し
、
大
正
十
一
年
か
ら
運
転
し
て
い
る
三
河
島

汚
水
処
分
工
場
と
と
も
に
屎
尿
処
理
を
行
う
こ
と
に
な
っ
た

(
)125

。

農
村
還
元
の
た
め
に
貯
溜
槽
の
建
設
も
各
地
で
進
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
、
東
京
市
で
も
貯
溜
槽
関
連
の
予
算
が
計
上
さ
れ
る

こ
と
に
な
っ
た
。
昭
和
九
年
三
月
三
十
日
の
東
京
市
会
で

｢

屎
尿
供
給
契
約
締
結
ニ
関
ス
ル
件

(
)126｣

が
議
論
さ
れ
、｢

一
、
本
市
ヨ

リ
屎
尿
ノ
供
給
ヲ
受
ケ
ム
ト
ス
ル
農
会
ニ
ハ
其
ノ
負
担
ニ
於
テ
左
ノ
規
模
ヲ
有
ス
ル
屎
尿
貯
溜
槽
ヲ
建
設
セ
シ
ム
ル
コ
ト

(

イ)

容
量
及
個
数

総
容
量
ハ
六
十
万
石
乃
至
九
十
万
石
ト
シ
之
ヲ
約
二
百
五
十
箇
所
ニ
分
割
ノ
事(

ロ)

型
式

多
槽
密
閉
式(

ハ)

位
置

本
市
ノ
中
心
部
ヨ
リ
半
径
六
里
乃
至
十
里
ノ
円
周
地
域
内
ノ
国
道
、
府
県
道
ノ
沿
線
及
輸
送
関
係
其
ノ
他
ニ
依
リ
市
長
ニ

於
テ
適
当
ト
認
メ
承
認
シ
タ
ル
場
所
ナ
ル
コ
ト｣

、｢

二
、
本
市
ハ
前
項
ノ
貯
溜
槽
ヲ
建
設
シ
タ
ル
農
会
ニ
対
シ
屎
尿
ヲ
供
給
シ
其

ノ
価
格
ハ
一
石
平
均
約
二
十
銭
ト
ス
ル
コ
ト｣

、｢

三
、
本
市
ハ
農
会
ニ
対
シ
貯
溜
槽
建
設
費
ノ
償
還
財
源
ニ
充
ツ
ル
為
建
設
費
ニ
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対
応
シ
引
受
屎
尿
量
一
石
ニ
七
銭
以
内
ノ
割
合
ヲ
以
テ
交
付
金
ヲ
支
給
ス
ル
コ
ト｣

、｢

四
、
契
約
締
結
ノ
日
ヨ
リ
六
年
以
内
ト
為

ス
コ
ト｣

が
決
め
ら
れ
た

(
)127

。
屎
尿
の
供
給
先
の
農
会
に
貯
溜
槽
建
設
を
義
務
づ
け
、
東
京
市
も
そ
の
建
設
費
の
一
部
を
補
助
す
る

と
い
う
方
針
が
示
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
昭
和
初
期
に
は
、
下
水
道
と
屎
尿
処
分
場
の
整
備
だ
け
で
は
な
く
、
輸
送
イ
ン
フ
ラ
の
整

備
に
対
応
す
る
形
で
貯
溜
槽
の
建
設
に
よ
る
最
終
処
分
先
の
確
保
が
図
ら
れ
た
。
大
正
期
に
後
藤
が
提
案
し
た
根
本
案
と
応
急
案

に
よ
る
解
決
策
は
こ
の
時
期
に
お
い
て
も
機
能
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
民
間
事
業
に
よ
っ
て
屎
尿
処
理
が
行
わ
れ
て
い
た
時
代
に
は
実
現
し
な
か
っ
た
輸
送
イ
ン
フ
ラ
の
整
備
と
最

終
処
分
先
の
確
保
が
東
京
市
に
よ
っ
て
進
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
昭
和
五
年
の
汚
物
掃
除
法
の
改
正
に
よ
っ
て
、
市
が
費
用

を
か
け
て
屎
尿
問
題
、
衛
生
問
題
を
根
本
か
ら
改
善
し
よ
う
と
い
う
流
れ
が
生
ま
れ
、
大
正
期
に
始
め
ら
れ
た
市
営
計
画
が
本
格

化
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

③
市
営
汲
取
手
数
料
の
決
定

市
営
化
に
向
け
て
最
後
に
残
さ
れ
た
問
題
が
手
数
料
を
ど
の
よ
う
に
定
め
、
屎
尿
処
理
を
ど
の
よ
う
に
実
行
し
て
い
く
か
と
い

う
こ
と
だ
っ
た
。
昭
和
五
年
の
汚
物
掃
除
法
改
正
で
は
屎
尿
処
理
が
市
の
義
務
と
さ
れ
る
と
と
も
に
、｢

命
令
ノ
定
ム
ル
所
ニ
依

リ
手
数
料
又
ハ
使
用
料
ヲ
義
務
者
ヨ
リ
徴
収
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

(
)128｣

と
定
め
ら
れ
た
。
こ
の
改
正
を
受
け
て
、
東
京
市
会
で
は
昭
和
九

年
十
一
月
一
日
に
旧
市
部
で
実
行
に
移
さ
れ
る
市
営
化
に
向
け
て
、
同
年
十
月
二
十
二
日
に

｢

東
京
市
屎
尿
取
扱
手
数
料
条
例
設

定
ノ
件

(

第
二
百
十
五
号)｣

、｢

昭
和
九
年
度
東
京
市
歳
入
出
追
加
予
算

(

第
二
百
十
六
号)｣

、｢

屎
尿
処
理
請
負
契
約
締
結
ニ
関

ス
ル
件

(

第
二
百
十
七
号)｣

の
三
議
案
が
鈴
木
堅
次
郎

(
)129

に
よ
っ
て
出
さ
れ
、
一
括
し
て
議
論
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た

(
)130

。

市
営
化
を
実
行
に
移
す
上
で
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
し
て
、｢
民
間
業
者
の
失
業
防
止｣

と

｢

市
民
負
担
の
著
し

い
変
化
を
避
け
る
こ
と｣

が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
議
論
の
冒
頭
で
市
長
牛
塚
虎
太
郎

(
)131

は

｢

本
事
業
ノ
市
営
移
管
ニ
当
リ
特
ニ
留
意
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シ
タ
ル
ハ
、
多
数
民
間
営
業
者
ノ
失
業
防
止
ト
、
市
民
ノ
負
担
ニ
著
シ
キ
変
改
ナ
カ
ラ
シ
メ
ン
ト
シ
タ
ル
二
点
ニ
在
リ

(
)132｣

と
留
意

す
べ
き
点
を
強
調
し
て
い
る
。
民
間
事
業
の
維
持
に
関
し
て
は
、｢

第
二
百
十
七
号
議
案
ノ
如
キ
契
約
ヲ
締
結
ス
ル
事
ト
シ
テ
、

能
フ
限
リ
収
入
ノ
安
定
ヲ
図
リ｣

、
市
民
負
担
に
関
し
て
は

｢

二
百
十
五
号
議
案
ノ
如
キ
手
数
料
条
例
ヲ
設
定
シ
テ
、
之
レ
ニ
善

処
ス
ル
事
ト
セ
リ｣

と
し
た

(
)133

。
ま
た
、
屎
尿
処
理
は

｢

手
数
料
並
ニ
屎
尿
売
払
代
等
ニ
テ
支
弁
シ
得
ル
自
給
自
足
ノ
建
前
ヲ
採
用

シ
、
処
分
場
ノ
経
費
及
ビ
貧
困
者
ニ
対
ス
ル
割
引
免
除
等
ノ
金
額
ハ
、
一
般
市
費
ニ
求
ム
ル
計
画｣

で
行
わ
れ
る
こ
と
と
さ
れ
、

こ
の
方
針
に
よ
っ
て
、
請
負
と
い
う
形
で
民
間
業
者
の
事
業
も
維
持
で
き
る
も
の
と
考
え
ら
れ
た

(
)134

。

当
初
、
手
数
料
の
水
準
は
全
市
一
律
で
一
樽
十
銭
と
さ
れ
た
が
、
こ
れ
は
運
搬
の
便
の
よ
い
下
町
の
人
々
に
不
利
に
な
る
の
で

は
な
い
か
と
い
う
意
見
が
出
さ
れ
た
。
浅
沼
稲
次
郎

(
)135

は
翌
日
の
昭
和
九
年
十
月
二
十
三
日
の
東
京
市
会
で

｢

保
健
局
ノ
調
査
ニ
拠

レ
バ
、
本
所
、
深
川
、
浅
草
三
区
ニ
於
ケ
ル
屎
尿
汲
取
手
数
料
ハ
二
十
銭

(
)136

以
下
ト
成
リ
居
レ
リ｣

、｢

本
所
、
深
川
ハ
水
利
ニ
拠
ル

運
搬
ノ
便
、
農
耕
地
ニ
接
近
シ
居
ル
等
ノ
点
ヨ
リ
見
ル
モ
、
山
ノ
手
方
面
ト
同
一
ニ
取
扱
フ
ベ
キ
ニ
ア
ラ
ズ
ト
考
フ｣

と
い
う
意

見
を
出
し
、
水
運
の
便
が
よ
く
、
従
来
比
較
的
安
価
に
汲
取
っ
て
も
ら
え
て
い
た
下
町
で
は
一
律
手
数
料
に
よ
っ
て
、
負
担
額
が

増
加
し
て
し
ま
う
と
批
判
し
た

(
)137

。

そ
の
後
、
浅
沼
を
含
む
二
十
五
名
の
委
員
に
よ
る
調
査
を
経
て
、
昭
和
九
年
十
月
三
十
一
日
の
東
京
市
会
で
一
部
修
正
す
る
形

で
三
議
案
と
も
可
決
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た

(
)138

。｢

昭
和
九
年
度
東
京
市
歳
入
出
追
加
予
算｣

、｢

屎
尿
処
理
請
負
契
約
締
結
ニ
関
ス

ル
件｣

の
両
議
案
は
原
案
通
り
通
過
し
、｢

東
京
市
屎
尿
取
扱
手
数
料
条
例
設
定
ノ
件｣

に
関
し
て
は
、｢

東
京
市
屎
尿
取
扱
手
数

料
条
例｣

第
二
条
中
の

｢

一
樽
十
銭
以
内｣

を

｢

一
樽
九
銭
以
内｣
と
し
、
第
二
条
第
一
号
の

｢

一
樽
ニ
満
タ
サ
ル
ト
キ
ハ
之
ヲ

一
樽
ト
看
做
ス｣

を

｢

一
樽
ニ
満
タ
サ
ル
モ
ノ
ニ
付
テ
ハ
別
ニ
市
長
之
ヲ
定
ム｣

と
修
正
し
た
。
ま
た
、
市
民
が
前
も
っ
て
購
入

し
て
お
く
汲
取
券
の
種
類
を
一
荷
券
・
半
荷
券
・
四
分
の
一
荷
券

(
)139

の
三
種
類
と
し
、
半
樽
単
位
で
料
金
を
支
払
う
こ
と
を
可
能
に
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し
た

(
)140

。
一
樽
九
銭
以
内
と
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
負
担
額
の
増
加
を
心
配
し
た
下
町
の
人
々
に
も
配
慮
を
示
し
た
こ
と
が
、
議
案

の
通
過
を
促
進
さ
せ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
の
三
点
の
準
備
過
程
は
相
互
に
関
係
し
合
う
と
い
う
性
質
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
が
、
そ
れ
ぞ
れ
が
市
営
化
の
実
現
に
作

用
し
て
い
た
。
ま
ず
、
自
由
営
業
か
ら
許
可
営
業
へ
移
行
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
屎
尿
処
理
サ
ー
ビ
ス
の
質
を
高
め
る
と
と
も
に
、

市
営
へ
の
移
行
を
容
易
に
し
た
。
そ
し
て
、
汚
物
掃
除
法
施
行
以
後
の
イ
ン
フ
ラ
整
備
は
衛
生
環
境
、
寄
生
虫
病
・
消
化
器
伝
染

病
な
ど
の
問
題
の
解
決
を
目
指
し
て
行
わ
れ
た
。
さ
ら
に
、
市
営
化
直
前
に
決
定
さ
れ
た
汲
取
手
数
料
に
つ
い
て
は
、
負
担
額
の

増
加
を
危
惧
す
る
下
町
住
民
に
配
慮
し
つ
つ
も
、
大
正
期
か
ら
問
題
に
な
っ
て
い
た
地
域
間
格
差
の
是
正
と
屎
尿
処
理
の
公
共
サ
ー

ビ
ス
と
し
て
の
定
着
を
図
る
た
め
、
市
内
一
律
の
料
金
と
し
た
。
市
営
化
を
実
現
す
る
過
程
は
、
第
二
節
で
見
て
き
た
衛
生
問
題
、

地
域
間
格
差
の
問
題
を
解
決
す
る
過
程
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

④
東
京
市
の
全
市
市
営
化

以
上
の
よ
う
な
準
備
期
間
を
経
て
、
昭
和
九
年
十
一
月
一
日
か
ら
東
京
市
は
市
内
の
屎
尿
を
処
理
す
る
義
務
を
負
う
こ
と
に
な

り
、
第
一
次
計
画
と
し
て
旧
市
部
の
市
営
化
が
図
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
直
営
と
請
負
の
二
つ
の
方
法
を
併
用
し
、
直
営
方
式

で
は
一
日
約
千
九
百
石
を
自
動
車
・
鉄
道
・
伝
馬
船
・
大
型
屎
尿
船
を
使
っ
て
農
村
の
貯
溜
槽
や
浄
化
処
理
場
ま
で
運
搬
し
、
請

負
方
式
で
は
一
日
約
九
千
九
百
石
が
自
動
車
・
馬
車
・
手
車
・
伝
馬
船
を
使
っ
て
農
村
の
貯
溜
槽
ま
で
運
ば
れ
た

(
)141

。
昭
和
八
年
十

二
月
の
調
査
で
は
、
東
京
市
や
各
区
が
一
日
千
二
百
石
、
営
業
人
が
九
千
八
百
石
、
農
家
が
千
石
を
扱
っ
て
い
た
と
さ
れ
て
お
り
、

営
業
人
に
よ
っ
て
処
理
さ
れ
て
い
た
分
が
請
負
方
式
と
い
う
形
で
担
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
が
分
か
る

(
)142

。
こ
の
直
営
と
請
負

に
よ
っ
て
、
旧
市
部
内
の
一
日
平
均
汲
取
屎
尿
量
約
一
万
千
八
百
石
を
処
理
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た

(
)143

。

そ
し
て
、
そ
れ
に
続
き
、
昭
和
十
一
年
十
一
月
一
日
に
は
第
二
次
計
画
と
し
て
、
東
京
市
の
旧
郡
部
に
お
い
て
も
市
営
化
が
図
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ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た

(
)144

。
旧
市
部
に
比
べ
て
農
地
が
近
い
旧
郡
部
で
は
民
間
業
者
と
農
家
汲
取
人
だ
け
で
処
理
が
可
能
で
あ
っ
た

が
、
旧
市
部
に
お
け
る
屎
尿
処
理
の
改
善
状
況
を
鑑
み
、
旧
郡
部
に
お
い
て
も
市
営
化
が
進
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た

(
)145

。
�
飾
区

を
除
く
全
て
の
旧
郡
部
で
市
営
化
が
図
ら
れ
、
品
川
区
・
目
黒
区
・
荏
原
区
・
大
森
区
・
蒲
田
区
・
渋
谷
区
・
淀
橋
区
・
中
野
区
・

豊
島
区
・
滝
野
川
区
・
荒
川
区
・
王
子
区
・
向
島
区
・
城
東
区
の
十
四
区
で
全
面
的
に
市
営
計
画
が
施
行
さ
れ
、
世
田
谷
区
・
杉

並
区
・
板
橋
区
・
足
立
区
・
江
戸
川
区
の
五
区
の
一
部
で
市
営
化
が
図
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た

(
)146

。
旧
市
部
で
は
市
営
化
後
、
一
部

を
直
営
で
行
い
、
徐
々
に
直
営
の
割
合
が
増
加
し
た
の
に
対
し
て
、
旧
郡
部
で
は
依
然
と
し
て
農
村
還
元
に
よ
る
屎
尿
処
理
が
主

流
で
あ
り
、
業
者
請
負
が
大
部
分
を
占
め
、
残
り
を
農
民
汲
取
が
担
う
と
い
う
形
が
続
け
ら
れ
た

(
)147

。

四

お
わ
り
に

本
稿
で
は
、
江
戸
・
明
治
期
と
民
間
業
者
に
よ
っ
て
担
わ
れ
て
き
た
屎
尿
処
理
が
市
の
事
業
へ
と
移
行
し
て
い
く
過
程
・
要
因

を
明
ら
か
に
し
て
き
た
。
こ
れ
ま
で
屎
尿
処
理
の
市
営
化
要
因
に
関
し
て
は
、
屎
尿
の
経
済
的
価
値
の
低
下
と
直
接
結
び
つ
け
て

論
じ
ら
れ
る
こ
と
が
多
く
、
有
料
化
後
の
地
方
行
政
府
の
動
向
に
つ
い
て
は
注
目
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
こ
こ
で
は
有
料
化
後
に

お
い
て
ど
の
よ
う
な
問
題
が
残
存
し
て
い
た
の
か
、
そ
の
問
題
に
対
し
て
東
京
市
が
ど
の
よ
う
に
介
入
を
強
め
、
市
営
化
を
推
進

し
た
の
か
を
明
ら
か
に
し
て
き
た
。

第
二
節
で
は
、
大
正
期
に
お
け
る
屎
尿
処
理
の
有
料
化
過
程
を
概
観
し
、
有
料
化
さ
れ
た
後
も
屎
尿
処
理
の
停
滞
が
続
き
、
屎

尿
処
理
業
に
関
す
る
問
題
が
残
存
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
た
。
衛
生
環
境
の
悪
化
や
下
町
と
山
の
手
の
サ
ー
ビ
ス
の
質
の
格
差
・

料
金
格
差
は
新
聞
・
雑
誌
記
事
な
ど
で
重
要
な
事
柄
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
の
問
題
に
対
し
、
東
京
市
が
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介
入
を
強
め
る
必
要
性
が
出
て
き
た
の
で
あ
る
。

第
三
節
で
は
、
大
正
八
年
以
降
、
屎
尿
処
理
の
停
滞
を
受
け
て
、
東
京
市
が
ど
の
よ
う
に
屎
尿
処
理
に
介
入
し
て
き
た
の
か
を

明
ら
か
に
し
た
。
屎
尿
処
理
が
営
利
事
業
と
し
て
成
り
立
っ
て
い
か
な
く
な
る
中
、
田
尻
稲
次
郎
・
後
藤
新
平
を
中
心
に
大
正
八

年
以
降
、
市
営
化
が
推
進
さ
れ
、
昭
和
五
年
の
汚
物
掃
除
法
改
正
を
機
に
東
京
市
全
体
の
市
営
化
に
向
け
て
動
き
出
す
こ
と
に
な
っ

た
。
こ
の
一
連
の
流
れ
の
中
で
屎
尿
処
理
関
連
の
イ
ン
フ
ラ
整
備
、
自
由
営
業
か
ら
許
可
営
業
へ
の
移
行
な
ど
が
行
わ
れ
る
こ
と

に
な
っ
た
。
そ
し
て
、
昭
和
九
年
に
旧
市
部
、
昭
和
十
一
年
に
大
半
の
旧
郡
部
で
市
営
化
が
実
現
し
、
市
内
一
律
の
汲
取
料
金
が

設
定
さ
れ
た
。
市
営
化
の
推
進
の
際
に
は
後
藤
市
長
の
時
代
に
提
案
さ
れ
た
根
本
案
と
応
急
案
の
方
針
に
基
づ
き
、
地
域
に
よ
っ

て
適
切
な
方
法
が
柔
軟
に
選
択
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

本
稿
で
は
、
屎
尿
処
理
業
の
市
営
化
の
過
程
を
明
ら
か
に
し
、
江
戸
・
明
治
期
ま
で
は
成
り
立
っ
て
い
た
屎
尿
を
取
引
す
る
市

場
が
機
能
し
な
く
な
っ
た
過
程
を
示
す
こ
と
が
で
き
た
。
有
料
化
と
い
う
方
法
で
民
間
業
者
が
対
応
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
屎

尿
処
理
を
め
ぐ
る
問
題
は
市
の
介
入
を
必
要
と
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
山
の
手
を
中
心
と
し
た
屎
尿
処
理
の
停
滞
と
衛
生
問
題
を

根
本
的
に
解
決
す
る
た
め
に
は
、
民
間
に
よ
る
汲
取
作
業
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
り
、
市
が
介
入
し
、
市
費
に
よ
る
屎
尿
処
理
、

イ
ン
フ
ラ
整
備
を
行
う
必
要
が
出
て
き
た
の
で
あ
る
。

今
後
は
本
稿
で
扱
っ
た
屎
尿
処
理
の
事
例
と
そ
の
他
の
廃
棄
物
の
事
例
を
包
括
的
に
考
え
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
廃
棄
物
の
価

値
が
変
化
し
た
事
例
、
民
間
事
業
か
ら
地
方
行
政
府
の
事
業
へ
と
移
行
し
た
事
例
は
屎
尿
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
明
治
期
の
塵
芥

処
理
や
戦
後
の
資
源
回
収
な
ど
も
同
様
の
枠
組
み
で
議
論
さ
れ
る
べ
き
問
題
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
包
括
的
な
研
究
を
行
う
こ
と

に
よ
っ
て
、
静
脈
産
業
史
を
通
史
的
に
見
る
こ
と
が
可
能
に
な
り
、
現
代
の
委
託
化
の
流
れ
や
地
方
行
政
府
の
介
入
の
あ
り
方
に

つ
い
て
も
示
唆
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
。
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注
(

１)

後
に
同
様
の
動
き
が
市
以
外
の
地
方
行
政
府
に
も
広
が
っ
て
い
く
こ
と
を
考
慮
に
入
れ
れ
ば
、｢

公
営
化｣

と
い
う
表
現
も
考
え
ら
れ

る
が
、
本
稿
で
は
東
京
市
の
公
文
書
や
、
先
行
研
究
で
あ
る
松
下
孝
昭

｢

大
阪
市
屎
尿
市
営
化
問
題
の
展
開｣

『

ヒ
ス
ト
リ
ア』

第
一
一

九
号
、
一
九
八
八
年
六
月
な
ど
で
慣
習
的
に
使
用
さ
れ
て
い
る

｢

市
営
化｣

と
い
う
表
記
を
採
用
す
る
こ
と
に
し
た
。

(

２)

小
林
茂

『
日
本
屎
尿
問
題
源
流
考』

明
石
書
店
、
一
九
八
三
年
。

(

３)

渡
辺
善
次
郎

『
近
代
日
本
都
市
近
郊
農
業
史』

論
創
社
、
一
九
九
一
年
。

(

４)

松
下
孝
昭

｢

大
阪
市
屎
尿
市
営
化
問
題
の
展
開｣

。

(

５)
K
ayo

TA
JIM
A
,
�
��
�
�
����	
�

�
�
���


�
��
�

�
����

	

���
�
����
����

�
�������	��


�
���
�
�
�
�
�
 �
!
"
#,
Tufts

U
niversity

(Ph.D
.
in
Interdisciplinary

Studies),
2005.

(

６)

茂
木
耕
三

『

清
掃
物
語』

都
市
政
策
研
究
会
、
一
九
六
〇
年
。

(

７)

小
島
幸
一

(

編
著)

『

東
京
都
に
お
け
る
屎
尿
処
理
の
変
遷』

み
や
こ
新
聞
社
、
一
九
六
一
年
。
茂
木
、
小
島
の
著
作
は
大
正
期
に
屎

尿
処
理
を
行
っ
て
い
た
宇
田
川
棲
氏
の
回
顧
録
に
近
い
性
質
を
持
っ
て
お
り
、
二
次
資
料
と
し
て
本
稿
の
論
証
に
も
使
用
す
る
。

(

８)

松
下

｢

大
阪
市
屎
尿
市
営
化
問
題
の
展
開｣

、
七
五
〜
七
六
頁
。

(

９)

市
営
化
の
衛
生
要
因
、
山
の
手
と
下
町
の
差
異
に
つ
い
て
は
、Takanori

H
O
SH
IN
O
,
`Transition

to
M
unicipal

M
anagem

ent:

C
leaning

H
um
an
W
aste

in
Tokyo

in
the
M
odern

Era',
$���


%
�&	�'

,
N
o.20

(Septem
ber
2008).

で
も
触
れ
て
い
る
が
、

本
稿
で
は
こ
れ
ら
の
問
題
を
詳
細
に
実
証
す
る
と
と
も
に
、
問
題
解
決
の
た
め
の
東
京
市
の
政
策
に
も
焦
点
を
当
て
た
。

(

10)

東
京
市
役
所

『

東
京
市

(

旧
市
部)

屎
尿
処
分
調
査
概
要』

東
京
市
役
所
、
一
九
三
三
年
、
一
六
〜
一
七
頁
の
分
類
に
基
づ
く
。

(

11)
｢

汚
物
掃
除
法
施
行
規
則｣

『

都
新
聞』

明
治
三
十
三
年
三
月
九
日
、
東
京
市
役
所

『

明
治
四
十
一
年

東
京
市
会
議
事
速
記
録

第
十

九
号』

東
京
市
役
所
、
一
九
〇
八
年
、
一
九
八
頁
。
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(

12)

有
料
化
前
後
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
拙
稿

｢

２
０
世
紀
前
半
期
東
京
に
お
け
る
屎
尿
処
理
の
有
料
化
―
屎
尿
処
理
業
者
の
収
益
環
境
の

変
化
を
中
心
に
―｣

『

三
田
商
学
研
究』

第
五
一
巻
第
三
号
、
二
〇
〇
八
年
八
月
を
参
照
。
藤
原
九
十
郎｢

都
市
の
屎
尿
処
分
問
題(

上)｣

『

都
市
問
題』

第
七
巻
第
六
号
、
一
九
二
八
年
十
二
月
、
一
八
〜
一
九
頁
。

(

13)
茂
木

『

清
掃
物
語』

、
三
九
、
四
二
頁
、
東
京
環
境
保
全
協
会

『

清
掃
事
業
三
〇
〇
年

江
戸
か
ら
東
京
へ』

東
京
ラ
イ
フ
社
、
一
九

七
七
年
、
九
八
頁
。

(

14)
｢

是
も
屎
尿
問
題｣

『

都
新
聞』

大
正
七
年
十
二
月
二
十
六
日
。

(

15)

小
島

『

東
京
都
に
お
け
る
屎
尿
処
理
の
変
遷』

、
一
六
三
頁
。

(

16)
｢

警
察
は
知
ら
ぬ
顔｣

『

都
新
聞』

大
正
七
年
十
二
月
二
十
八
日
。

(

17)

小
島

『

東
京
都
に
お
け
る
屎
尿
処
理
の
変
遷』

、
一
六
三
頁
。

(

18)
｢

内
務
省
の
便
所｣

『

都
新
聞』
大
正
八
年
一
月
三
十
日
。

(

19)

小
島

『

東
京
都
に
お
け
る
屎
尿
処
理
の
変
遷』

、
一
六
七
頁
。

(

20)
｢

山
の
手
も
下
町
も
糞
尿
攻
め｣

『

都
新
聞』

大
正
八
年
十
一
月
二
十
五
日
。

(

21)
｢

山
の
手
も
下
町
も
糞
尿
攻
め｣

『

都
新
聞』
大
正
八
年
十
一
月
二
十
五
日
。

(

22)
｢

不
潔
な
東
京

(

一)｣
『

都
新
聞』

大
正
九
年
一
月
十
八
日
。

(

23)
｢

山
の
手
も
下
町
も
糞
尿
攻
め｣

『

都
新
聞』

大
正
八
年
十
一
月
二
十
五
日
。

(

24)
｢

寄
生
虫
の
話｣

『

公
衆
衛
生』

第
四
九
巻
第
二
号
、
一
九
三
一
年
二
月
、
一
〇
四
頁
。

(

25)
｢

チ
フ
ス
や
赤
痢
は
ど
う
し
て
感
染
る｣

『

公
衆
衛
生』

第
五
六
巻
第
七
号
、
一
九
三
八
年
七
月
、
四
一
五
〜
四
一
六
頁
。

(

26)

高
野
六
郎
は
東
京
帝
国
大
学
医
科
大
学
で
細
菌
学
を
専
攻
し
、
伝
染
病
研
究
所
、
北
里
研
究
所
、
慶
應
義
塾
大
学
教
授
を
経
て
、
大
正

十
二
年
に
内
務
省
衛
生
局
防
疫
課
長
、
昭
和
十
三
年
に
厚
生
省
予
防
局
長
に
就
任
。
地
田
修
一｢

屎
尿
の
変
遷
―
有
価
物
か
ら
廃
棄
物
へ
―

第
二
回｣

『

生
活
と
環
境』

第
四
八
巻
第
二
号
、
二
〇
〇
三
年
二
月
、
五
九
頁
を
参
照
。
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(

27)

高
野
六
郎

｢

公
衆
衛
生
と
糞
尿
の
処
置｣

『

公
衆
衛
生』

第
四
四
巻
第
七
号
、
一
九
二
六
年
七
月
、
三
九
八
頁
。

(

28)

茂
木

『

清
掃
物
語』

四
四
頁
。

(
29)

｢

糞
尿
攻
め
の
東
京
市
民｣

『

都
新
聞』

大
正
九
年
十
一
月
十
日
。

(

30)
｢

困
っ
た
問
題

算
盤
が
取
れ
ぬ｣

『

都
新
聞』

大
正
九
年
十
二
月
十
七
日
。

(

31)
｢

困
っ
た
問
題

一
回
に
五
円｣

『

都
新
聞』

大
正
九
年
十
二
月
十
九
日
。

(

32)
｢

困
っ
た
問
題

市
営
か
特
許
か｣

『

都
新
聞』

大
正
九
年
十
二
月
二
十
三
日
。

(

33)

東
京
市
役
所

『
明
治
四
十
年

東
京
市
会
議
事
速
記
録

第
十
三
号』

東
京
市
役
所
、
一
九
〇
七
年
、
八
六
〜
八
七
頁
。

(

34)

東
京
市
役
所

『
明
治
四
十
年

東
京
市
会
議
事
速
記
録

第
十
二
号』

東
京
市
役
所
、
一
九
〇
七
年
、
一
一
頁
。

(

35)

東
京
市
役
所

『

明
治
四
十
一
年

東
京
市
会
議
事
速
記
録

第
十
九
号』

東
京
市
役
所
、
一
九
〇
八
年
、
一
九
八
頁
。

(

36)

田
尻
稲
次
郎
は
明
治
二
年
二
月
に
芝
新
銭
座
の
慶
應
義
塾
に
入
門
し
、
明
治
十
三
年
九
月
に
相
馬
永
胤
、
目
賀
田
種
太
郎
、
駒
井
重
格

等
と
専
修
学
校
を
京
橋
区
南
鍋
町
に
創
立
し
、
経
済
・
法
律
の
二
学
科
を
教
授
し
た
。
会
計
検
査
院
長
、
大
蔵
次
官
な
ど
を
歴
任
し
、
大

正
七
年
四
月
か
ら
大
正
九
年
十
一
月
ま
で
東
京
市
長
に
在
任
。
田
尻
先
生
伝
記
及
遺
稿
編
纂
会

(

編)
『

北
雷
田
尻
先
生
伝

上
巻』

田

尻
先
生
伝
記
及
遺
稿
編
纂
会
、
一
九
三
三
年
、
三
一
、
四
〇
六
、
六
〇
八
頁
、
田
尻
先
生
伝
記
及
遺
稿
編
纂
会

(

編)
『

北
雷
田
尻
先
生

伝

下
巻』

田
尻
先
生
伝
記
及
遺
稿
編
纂
会
、
一
九
三
三
年
、
一
〇
、
一
八
〜
一
九
頁
を
参
照
。

(

37)
｢

汚
物
の
処
分
は

(

上)｣
『

都
新
聞』

大
正
八
年
二
月
八
日
。

(

38)
｢

汚
物
の
処
分
は

(

上)｣
『

都
新
聞』

大
正
八
年
二
月
八
日
。

(

39)

中
村
隆
英

『

明
治
大
正
期
の
経
済』

東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
五
年
、
一
三
二
〜
一
三
五
頁
、
坂
本
忠
次

『

日
本
に
お
け
る
地
方
行

財
政
の
展
開

(

新
装
版)』

御
茶
の
水
書
房
、
一
九
九
六
年
、
九
七
〜
一
〇
二
頁
、
藤
田
武
夫

『

日
本
地
方
財
政
の
歴
史
と
課
題』

同
文

舘
出
版
、
一
九
八
七
年
、
一
七
〜
二
一
頁
。

(

40)

茂
木

『

清
掃
物
語』

、
四
四
頁
、｢

糞
尿
の
始
末｣

『

都
新
聞』

大
正
八
年
二
月
一
二
日
。
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(

41)
｢

糞
尿
の
汲
取
は
市
営
に
限
る
と｣

『

都
新
聞』

大
正
八
年
十
二
月
二
十
七
日
。

(

42)
｢

糞
尿
の
汲
取
は
市
営
に
限
る
と｣

『

都
新
聞』

大
正
八
年
十
二
月
二
十
七
日
。
前
述
し
た
昭
和
八
年
の
一
戸
当
た
り
の
一
ヶ
月
の
汲
取

料
(

下
町
〇
・
四
六
円
、
山
の
手
〇
・
六
一
円)

を
考
慮
に
入
れ
る
と
、
一
回
七
十
銭
は
高
い
水
準
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

(

43)
茂
木

『

清
掃
物
語』

、
四
五
頁
、｢

糞
尿
の
始
末｣

『

都
新
聞』

大
正
八
年
二
月
十
二
日
。

(

44)
｢

糞
尿
市
営
案｣

『

都
新
聞』

大
正
八
年
七
月
二
十
九
日
。

(

45)
｢

糞
尿
市
営
案｣

『

都
新
聞』

大
正
八
年
七
月
二
十
九
日
。

(

46)
｢

不
潔
な
東
京

(
一)｣

『

都
新
聞』

大
正
九
年
一
月
十
八
日
。

(

47)
｢

不
潔
な
東
京

(
四)｣

『

都
新
聞』

大
正
九
年
一
月
二
十
一
日
。

(

48)
｢

不
潔
な
東
京

(

五)｣
『

都
新
聞』

大
正
九
年
一
月
二
十
二
日
。

(

49)
｢

不
潔
な
東
京

(

五)｣
『

都
新
聞』

大
正
九
年
一
月
二
十
二
日
。

(

50)
｢

糞
尿
市
営
の
計
画｣

『

都
新
聞』
大
正
九
年
四
月
二
十
二
日
。

(

51)
｢

不
潔
な
東
京

(

六)｣
『

都
新
聞』
大
正
九
年
一
月
二
十
三
日
。

(

52)
｢

糞
尿
市
営
愈
提
案｣
『

都
新
聞』

大
正
九
年
五
月
二
日
。

(

53)
｢

糞
尿
処
分
予
算｣
『

都
新
聞』

大
正
九
年
六
月
六
日
。

(

54)
｢

困
っ
た
問
題

根
本
的
解
決
策｣

『

都
新
聞』

大
正
九
年
十
二
月
十
八
日
。

(

55)

田
尻
先
生
伝
記
及
遺
稿
編
纂
会

『

北
雷
田
尻
先
生
伝

上
巻』
、
一
一
六
〜
一
一
九
頁
。

(

56)

後
藤
新
平
は
ド
イ
ツ
に
留
学
し
て
医
学
を
専
攻
し
、
内
務
省
衛
生
局
長
、
南
満
州
鉄
道
株
式
会
社
総
裁
、
貴
族
院
議
員
な
ど
を
歴
任
。

大
正
九
年
に
東
京
市
長
、
同
十
二
年
に
内
務
大
臣
に
就
任
。『

大
正
人
名
辞
典

上
巻』

日
本
図
書
セ
ン
タ
ー
、
一
九
八
七
年
、
一
〇
頁
、

『

大
正
人
名
辞
典
Ⅱ

下
巻』

日
本
図
書
セ
ン
タ
ー
、
一
九
八
九
年
、
コ
の
六
六
頁
を
参
照
。

(

57)
｢

糞
尿
市
営｣

『

都
新
聞』

大
正
九
年
十
二
月
二
十
四
日
、｢

多
年
懸
案
の
糞
尿
市
営
案｣

『

読
売
新
聞』

大
正
九
年
十
二
月
二
十
六
日
朝
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刊
、｢

東
京
糞
尿
処
分
案｣

『

都
新
聞』

大
正
十
年
二
月
十
二
日
。

(

58)

鶴
見
祐
輔

『

後
藤
新
平

第
四
巻』

勁
草
書
房
、
一
九
六
七
年
、
一
九
二
〜
一
九
三
、
二
一
〇
頁
。

(
59)

三
氏
を
中
心
と
し
た
市
友
会
の
議
員
は

｢

後
藤
ほ
ど
の
エ
ー
ス
級
の
市
長
で
な
い
と
汚
職
事
件
以
後
の
東
京
市
政
は
正
常
化
で
き
な
い

と
考
え｣

、｢

後
藤
を
選
任
す
る
こ
と
に
き
わ
め
て
熱
心
で
あ
っ
た｣

。
中
邨
章

『

東
京
市
政
と
都
市
計
画
―
明
治
大
正
期
・
東
京
の
政
治

と
行
政
―』

敬
文
堂
、
一
九
九
三
年
、
七
〇
〜
七
一
頁
を
参
照
。

(

60)

鶴
見

『
後
藤
新
平

第
四
巻』

、
一
九
二
、
二
〇
〇
頁
。

(

61)

鶴
見

『

後
藤
新
平

第
四
巻』

、
二
四
三
〜
二
四
七
頁
。

(

62)
｢

八
億
円
計
画｣
の
一
環
と
し
て
考
案
さ
れ
た
後
藤
の
屎
尿
処
理
案
は
、
当
初
か
ら

｢

田
尻
案
よ
り
糞
尿
処
分
の
範
囲
規
模
の
大
な
る

は
疑
ふ
の
余
地
な
き
が
如
し｣

と
考
え
ら
れ
、
都
市
計
画
の
一
環
と
し
て
実
行
さ
れ
た
後
藤
案
の
規
模
が
壮
大
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。

｢

東
京
糞
尿
処
分
案｣

『

都
新
聞』
大
正
十
年
二
月
十
二
日
を
参
照
。

(

63)
｢

東
京
糞
尿
処
分
案｣

『

都
新
聞』
大
正
十
年
二
月
十
二
日
。

(

64)
｢

糞
尿
処
分

結
局
市
営
か｣
『

都
新
聞』
大
正
十
年
二
月
十
三
日
、｢

糞
尿
処
分
行
悩｣

『

読
売
新
聞』

大
正
十
年
五
月
二
十
六
日
朝
刊
、

｢

東
京
市
会｣

『

都
新
聞』

大
正
十
年
五
月
三
十
一
日
。

(

65)

鶴
見

『

後
藤
新
平

第
四
巻』

、
三
五
七
〜
三
五
八
頁
。

(

66)

庄
司
務

『

人
造
肥
料
工
業』

共
立
社
書
店
、
一
九
三
三
年
、
一
九
〜
二
〇
頁
、
橋
本
寿
朗

｢

一
九
二
〇
年
代
の
硫
安
市
場｣

『

社
会
経

済
史
学』

第
四
二
巻
第
四
号
、
一
九
七
七
年
十
二
月
、
五
五
頁
。

(

67)

東
京
肥
料
史
刊
行
会

『

東
京
肥
料
史』

東
京
肥
料
史
刊
行
会
、
一
九
四
五
年
、
一
二
四
頁
。

(

68)

日
合
重
道

『

肥
料
の
歴
史
と
そ
の
考
察』

日
合
重
道
、
一
九
八
九
年
、
一
四
九
頁
。

(

69)

石
灰
窒
素
法
、
空
中
窒
素
固
定
法
な
ど
が
あ
り
、
第
一
次
大
戦
後
に
は
空
中
窒
素
固
定
法
が
有
力
な
製
造
方
法
に
な
っ
た
。
東
京
肥
料

史
刊
行
会

『

東
京
肥
料
史』

、
一
二
四
〜
一
二
七
頁
参
照
。
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(

70)
｢

臭
い
物
の
始
末
を
独
逸
の
学
者
が
解
決
し
た｣

『

読
売
新
聞』

大
正
十
年
四
月
二
十
九
日
朝
刊
。

(

71)
｢

糞
尿
市
営｣

『

読
売
新
聞』

大
正
十
年
四
月
二
十
七
日
朝
刊
。

(
72)

｢

糞
尿
処
分
行
悩｣

『

読
売
新
聞』

大
正
十
年
五
月
二
十
六
日
朝
刊
。

(

73)
永
田
秀
次
郎
は
内
務
省
警
保
局
長
、
貴
族
院
議
員
を
歴
任
し
、
大
正
九
年
十
二
月
後
藤
新
平
が
東
京
市
長
に
選
出
さ
れ
る
際
に
助
役
に

就
任
し
た
。
こ
の
助
役
人
事
は
後
藤
か
ら
の
信
頼
が
厚
か
っ
た
こ
と
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
後
藤
の
辞
任
後
、
大
正
十
二
年
六
月

か
ら
翌
十
三
年
十
二
月
ま
で
東
京
市
長
を
務
め
、
後
に
昭
和
五
年
八
月
に
市
長
に
再
選
さ
れ
、
昭
和
八
年
五
月
ま
で
市
長
の
職
に
あ
っ
た
。

『

大
正
人
名
辞
典
Ⅱ

上
巻』

日
本
図
書
セ
ン
タ
ー
、
一
九
八
九
年
、
ナ
の
一
〇
五
頁
、『

大
正
人
名
辞
典
Ⅲ

下
巻』

日
本
図
書
セ
ン
タ
ー
、

一
九
九
四
年
、
ナ
の
四
三
〜
四
四
頁
、
桜
井
良
樹

『

帝
都
東
京
の
近
代
政
治
史
―
市
政
運
営
と
地
域
政
治
―』

日
本
経
済
評
論
社
、
二
〇

〇
三
年
、
二
二
〇
〜
二
二
一
頁
、
中
邨

『

東
京
市
政
と
都
市
計
画』

、
七
二
〜
七
三
頁
を
参
照
。

(

74)
｢

各
区
で
自
営
的
に｣

『

都
新
聞』

大
正
十
年
三
月
五
日
。

(

75)
｢

市
民
は
又
も
糞
尿
攻｣

『

都
新
聞』
大
正
十
年
三
月
十
九
日
。

(

76)
｢

糞
尿
処
分
案
内
容｣

『

都
新
聞』

大
正
十
年
六
月
二
十
三
日
、｢

九
月
よ
り
糞
尿
処
分』

『

都
新
聞』

大
正
十
年
七
月
十
五
日
。

(

77)
｢

市
の
問
題

電
車
の
未
成
線｣

『

都
新
聞』
大
正
九
年
十
一
月
十
三
日
。

(

78)
｢

糞
尿
線
断
は
ら
る｣

『

都
新
聞』

大
正
十
年
二
月
五
日
。

(

79)
｢

郡
農
会
と
契
約
し
て
市
の
糞
尿
処
理｣

『

都
新
聞』
大
正
十
年
六
月
十
八
日
。

(

80)
｢

鉄
道
で
糞
尿
運
搬｣

『

都
新
聞』

大
正
十
年
七
月
二
十
七
日
。

(

81)

東
京
市
役
所

『

東
京
市
公
報』

第
六
八
七
号
、
大
正
十
年
十
二
月
二
十
一
日
、
六
六
九
〜
六
七
〇
頁
、
日
本
下
水
道
協
会
下
水
道
史
編

さ
ん
委
員
会

(

編)
『

日
本
下
水
道
史

行
財
政
編』

下
水
道
協
会
、
一
九
八
六
年
、
六
八
〜
六
九
頁
。

(

82)

日
本
下
水
道
協
会
下
水
道
史
編
さ
ん
委
員
会

『

日
本
下
水
道
史

行
財
政
編』

、
五
一
〜
五
六
、
六
九
頁
。

(

83)
｢

九
月
よ
り
糞
尿
処
分｣

『

都
新
聞』

大
正
十
年
七
月
十
五
日
。
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(

84)
｢

東
京
市
参
事
会｣

『

都
新
聞』

大
正
十
年
七
月
二
十
三
日
。

(

85)

東
京
市
役
所『

東
京
市
公
報』

第
六
五
七
号
、
大
正
十
年
九
月
二
十
八
日
、
五
四
九
頁
、
東
京
市
役
所『

東
京
市
公
報』

第
七
一
三
号
、

大
正
十
一
年
三
月
二
十
二
日
、
一
一
三
頁
、
東
京
市
役
所

『

東
京
市
公
報』

第
七
三
一
号
、
大
正
十
一
年
五
月
十
日
、
二
三
七
、
二
四
〇

頁
、
東
京
市
会
事
務
局

(

編)
『

東
京
市
会
史

第
五
巻』

東
京
市
会
事
務
局
、
一
九
三
六
年
、
五
四
七
、
五
五
〇
頁
。

(

86)
｢

汚
物
処
分
所
建
設
に
反
対｣

『

都
新
聞』

大
正
十
一
年
一
月
二
十
七
日
。

(

87)
｢

汚
物
処
分
所
建
設
に
反
対｣

『

都
新
聞』

大
正
十
一
年
一
月
二
十
七
日
。

(

88)
｢

汚
物
処
分
所
建
設
に
反
対｣

『

都
新
聞』

大
正
十
一
年
一
月
二
十
七
日
。

(

89)

東
京
市
役
所

『
東
京
市
公
報』

第
七
七
九
号
、
大
正
十
一
年
九
月
二
十
七
日
、
五
七
八
頁
。

(

90)

東
京
市
役
所

『

大
正
十
一
年

東
京
市
会
議
事
速
記
録

第
十
一
号』

東
京
市
役
所
、
一
九
二
二
年
、
一
二
八
一
〜
一
二
八
三
頁
。

(

91)

東
京
市
役
所

『

大
正
十
一
年

東
京
市
会
議
事
速
記
録

第
十
二
号』

東
京
市
役
所
、
一
九
二
二
年
、
一
三
二
七
〜
一
三
三
〇
頁
。

(

92)

東
京
市
役
所

『

大
正
十
一
年

東
京
市
会
議
事
速
記
録

第
十
二
号』

、
一
三
二
八
〜
一
三
二
九
頁
。

(

93)

町
井
正
路

『

都
市
計
画
と
汚
物
処
理』
町
井
事
務
所
出
版
部
、
一
九
二
二
年
、
一
五
四
頁
。

(

94)

下
谷
区
・
浅
草
区
は
下
水
工
事
の
第
一
期
工
事
地
域
で
あ
り
、
明
治
四
十
四
年
度
か
ら
下
水
工
事
が
進
め
ら
れ
た
。
下
谷
区
・
浅
草
区

は
下
町
の
中
で
は
河
川
の
少
な
い
地
域
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
衛
生
環
境
維
持
の
た
め
の
下
水
工
事
の
必
要
性
は
高
か
っ
た
も
の
と
考
え

ら
れ
る
。｢

下
水
改
良
事
業

著
手
中
の
第
二
区｣

『
国
民
新
聞』

大
正
五
年
八
月
十
八
日
、｢

下
水
道
論
の
反
駁

市
政
講
究
会
の
発
表｣

『

中
外
商
業
新
報』

大
正
二
年
八
月
二
十
六
日
、｢

第
一
期
の
下
水
工
事
完
成｣

『

都
新
聞』

大
正
十
二
年
二
月
一
日
、
東
京
市
会
事
務
局

(

編)
『

東
京
市
会
史

第
八
巻』

東
京
市
会
事
務
局
、
一
九
三
九
年
、
一
四
四
〇
頁
を
参
照
。

(

95)

東
京
都

『

東
京
百
年
史

第
四
巻』

東
京
都
、
一
九
七
二
年
、
一
一
〇
二
〜
一
一
〇
三
頁
、
内
務
省
社
会
局

『

大
正
震
災
志』

内
務
省

社
会
局
、
一
九
二
六
年
、
二
九
二
〜
二
九
四
、
三
〇
九
〜
三
一
一
頁
、
小
島

『

東
京
都
に
お
け
る
屎
尿
処
理
の
変
遷』

、
一
七
四
〜
一
七

五
頁
。
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(

96)
｢

市
民
の
糞
尿
攻
に
一
万
箇
の
樽
を
用
意｣

『

都
新
聞』

大
正
十
二
年
九
月
十
九
日
、
茂
木

『

清
掃
物
語』

、
四
七
頁
。

(

97)

小
島

『

東
京
都
に
お
け
る
屎
尿
処
理
の
変
遷』

、
一
七
五
〜
一
七
六
頁
、
茂
木

『

清
掃
物
語』

、
四
七
〜
四
八
頁
。

(
98)

小
島

『

東
京
都
に
お
け
る
屎
尿
処
理
の
変
遷』

、
一
七
七
頁
。

(

99)
小
島

『

東
京
都
に
お
け
る
屎
尿
処
理
の
変
遷』

、
一
七
七
頁
。

(

100)

東
京
市
役
所

『

東
京
市

(

旧
市
部)

屎
尿
処
分
調
査
概
要』

、
一
九
〜
二
一
頁
。

(

101)

東
京
市
役
所

『

新
市
域
屎
尿
処
分
市
営
計
画
に
就
て』

東
京
市
役
所
、
一
九
三
六
年
、
一
三
頁
、｢

汚
物
掃
除
法
改
正
案
議
会
通
過｣

『

公
衆
衛
生』
第
四
八
巻
第
五
号
、
一
九
三
〇
年
五
月
、
三
三
五
頁
、｢

改
正
汚
物
掃
除
法
の
効
果｣

『

公
衆
衛
生』

第
四
八
巻
第
一
二
号
、

一
九
三
〇
年
十
二
月
、
七
四
七
頁
。

(

102)

昭
和
六
年
四
月
二
十
日
の
汚
物
掃
除
法
施
行
細
則
で
は
、
昭
和
七
年
三
月
三
十
一
日
を
区
切
り
に
市
営
化
す
る
と
定
め
ら
れ
た
が
、
昭

和
七
年
四
月
二
日
の
警
視
庁
東
京
府
告
示
で
昭
和
九
年
十
月
三
十
一
日
ま
で
延
期
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
結
果
的
に
四
年
の
猶
予
期
間
が

設
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
警
視
庁
東
京
府

『

警
視
庁
東
京
府
公
報』

号
外
、
昭
和
六
年
四
月
二
十
日
、
三
頁
、
警
視
庁
東
京
府

『

警

視
庁
東
京
府
公
報』

第
八
一
三
号
、
昭
和
七
年
四
月
二
日
、
二
七
九
頁
、
東
京
市
保
健
局

『

東
京
市
屎
尿
処
理
市
営
に
就
て』

東
京
市
保

健
局
、
一
九
三
四
年
、
一
頁
、
東
京
清
掃
協
会

『
東
京
清
掃
協
会
沿
革
史』

東
京
清
掃
協
会
、
一
九
六
六
年
、
二
三
頁
を
参
照
。

(

103)

小
島

『

東
京
都
に
お
け
る
屎
尿
処
理
の
変
遷』
二
〇
五
〜
二
一
〇
頁
。

(

104)

前
田
米
蔵
は
大
正
六
年
に
衆
議
院
議
員
に
当
選
し
、
立
憲
政
友
会
の
幹
事
長
、
商
工
大
臣
、
鉄
道
大
臣
な
ど
を
歴
任
。『

大
正
人
名
辞

典
Ⅱ

下
巻』

、
マ
の
七
四
頁
、『

大
正
人
名
辞
典
Ⅲ

下
巻』
、
マ
の
八
頁
、『

昭
和
人
名
辞
典

第
一
巻

[

東
京
篇]』

日
本
図
書
セ
ン

タ
ー
、
一
九
八
七
年
、
九
〇
一
頁
を
参
照
。

(

105)

牧
野
賤
男
は
下
谷
区
会
議
員
、
東
京
市
会
議
員
を
歴
任
。
昭
和
三
年
に
衆
議
院
議
員
に
当
選
し
、
立
憲
政
友
会
に
所
属
し
た
。
同
六
年

に
拓
務
参
与
長
官
に
就
任
。『

大
正
人
名
辞
典

下
巻』

日
本
図
書
セ
ン
タ
ー
、
一
九
八
七
年
、
一
八
四
〇
頁
、『

大
正
人
名
辞
典
Ⅲ

下

巻』

、
マ
の
一
〇
頁
、『

昭
和
人
名
辞
典

第
一
巻

[

東
京
篇]』

、
九
〇
三
頁
を
参
照
。
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(

106)

茂
木

『

清
掃
物
語』

、
五
一
頁
。

(

107)
｢

糞
尿
汲
取
に
許
可
営
業
の
陳
情｣

『

読
売
新
聞』

昭
和
六
年
三
月
十
二
日
朝
刊

(
108)

茂
木

『

清
掃
物
語』

、
五
一
〜
五
二
頁
。

(

109)
中
村
梅
吉
は
東
京
市
会
議
員
、
衆
議
院
議
員
を
歴
任
し
、
戦
後
に
建
設
大
臣
、
法
務
大
臣
、
文
部
大
臣
、
東
京
清
掃
協
会
顧
問
に
な
っ

た
。『
昭
和
人
名
辞
典

第
一
巻

[

東
京
篇]』

、
七
〇
五
〜
七
〇
六
頁
、
東
京
清
掃
協
会

『

東
京
清
掃
協
会
沿
革
史』

、
一
頁
を
参
照
。

(

110)

茂
木

『
清
掃
物
語』

、
五
二
頁
、
小
島

『

東
京
都
に
お
け
る
屎
尿
処
理
の
変
遷』

、
二
〇
〇
頁
。

(

111)

警
視
庁
東
京
府

『

警
視
庁
東
京
府
公
報』

号
外
、
昭
和
八
年
四
月
一
日
、
一
〜
三
頁
。

(

112)

小
島

『

東
京
都
に
お
け
る
屎
尿
処
理
の
変
遷』

、
二
〇
〇
〜
二
〇
一
頁
。

(

113)

大
正
三
年
四
月
に
公
布
さ
れ
た
警
視
庁
令
第
七
号
汚
物
取
扱
営
業
取
締
規
則
を
改
正
し
た
。
警
視
庁
衛
生
部

｢

汚
物
取
扱
営
業
取
締
規

則
改
正｣

『

公
衆
衛
生』

第
五
一
巻
第
五
号
、
一
九
三
三
年
五
月
、
三
一
一
頁
を
参
照
。

(

114)

警
視
庁
衛
生
部

｢

汚
物
取
扱
営
業
取
締
規
則
改
正｣

、
三
〇
八
頁
。

(

115)

警
視
庁
衛
生
部

｢

汚
物
取
扱
営
業
取
締
規
則
改
正｣

、
三
〇
八
〜
三
一
二
頁
。

(

116)

東
京
市
役
所

『

本
市
屎
尿
運
搬
能
率
調
査
報
告』

東
京
市
役
所
、
一
九
三
三
年
、
一
頁
。

(

117)

東
京
市
役
所

『

本
市
屎
尿
運
搬
能
率
調
査
報
告』
、
二
〜
四
頁
。

(

118)

小
島

『

東
京
都
に
お
け
る
屎
尿
処
理
の
変
遷』

、
二
二
四
、
二
二
六
〜
二
二
八
頁
。

(

119)

東
京
市
役
所

『

本
市
屎
尿
運
搬
能
率
調
査
報
告』

一
、
三
六
〜
三
七
頁
。

(

120)
｢

復
興
院
で
下
水
道
改
良｣

『

都
新
聞』

大
正
十
二
年
十
月
二
日
、｢
復
興
予
算
中

市
の
負
担
が
重
い
と
て｣

『

都
新
聞』

大
正
十
二
年

十
一
月
二
十
日
。

(

121)

東
京
市
会
事
務
局

(

編)
『

東
京
市
会
史

第
七
巻』

東
京
市
会
事
務
局
、
一
九
三
八
年
、
六
七
五
〜
六
八
〇
頁
。

(

122)
｢

一
億
余
万
円
で
下
水
工
事
の
新
計
画｣

『

都
新
聞』

大
正
十
三
年
六
月
二
十
五
日
。
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(

123)

東
京
市
役
所

『

昭
和
五
年

東
京
市
会
議
事
速
記
録

第
十
号』

東
京
市
役
所
、
一
九
三
〇
年
、
一
三
二
七
〜
一
三
三
〇
頁
、
東
京
市

会
事
務
局

『

東
京
市
会
史

第
七
巻』

、
七
四
六
〜
七
四
七
頁
。

(
124)

東
京
市
役
所

『

昭
和
五
年

東
京
市
会
議
事
速
記
録

第
十
一
号』

東
京
市
役
所
、
一
九
三
〇
年
、
一
四
五
八
〜
一
四
五
九
頁
、
東
京

市
会
事
務
局

『

東
京
市
会
史

第
七
巻』

、
七
四
七
頁
。

(

125)

日
本
下
水
道
協
会
下
水
道
史
編
さ
ん
委
員
会

『

日
本
下
水
道
史

行
財
政
編』

、
一
三
七
〜
一
三
八
頁
。

(

126)

昭
和
九
年
二
月
十
六
日
の
東
京
市
会
に
上
程
さ
れ
、
同
年
三
月
三
十
日
に
可
決
さ
れ
た
。
東
京
市
会
事
務
局『

東
京
市
会
史

第
八
巻』

、

一
一
三
〇
〜
一
一
三
一
頁
を
参
照
。

(

127)

東
京
市
役
所

『
昭
和
九
年
度
自
一
月
至
三
月

東
京
市
会
決
議
録

第
一
巻』

東
京
市
役
所
、
一
九
三
四
年
、
一
三
七
四
〜
一
三
七
五

頁
。

(

128)

東
京
市
会
事
務
局

『

東
京
市
会
史

第
八
巻』

、
一
一
三
三
頁
。

(

129)

鈴
木
堅
次
郎
は
世
田
谷
区
選
出
の
東
京
市
会
議
員
。
桜
井

『

帝
都
東
京
の
近
代
政
治
史』

、
三
一
一
頁
を
参
照
。

(

130)

東
京
市
会
事
務
局

『

東
京
市
会
史

第
八
巻』

、
一
一
三
一
〜
一
一
三
四
頁
。

(

131)

牛
塚
虎
太
郎
は
東
京
府
知
事
を
経
て
、
昭
和
八
年
三
月
の
市
議
選
で
麹
町
区
理
想
選
挙
団
の
推
薦
を
受
け
て
当
選
し
た
。｢

市
議
か
ら

市
長
を
出
せ
ば
円
満｣

な
市
政
運
営
が
行
わ
れ
る
だ
ろ
う
と
い
う
考
え
の
下
、
同
年
五
月
に
東
京
市
長
に
就
任
し
、
歴
代
の
東
京
市
長
の

中
で
唯
一
任
期
を
全
う
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
桜
井

『
帝
都
東
京
の
近
代
政
治
史』

、
三
一
三
〜
三
一
四
頁
、『

昭
和
人
名
辞
典

第
一
巻

[

東
京
篇]』

一
五
〇
頁
を
参
照
。

(

132)

東
京
市
会
事
務
局

『

東
京
市
会
史

第
八
巻』

、
一
一
三
五
頁
。

(

133)

東
京
市
会
事
務
局

『

東
京
市
会
史

第
八
巻』

、
一
一
三
五
頁
。
二
百
十
七
号
議
案
は

｢

屎
尿
処
理
請
負
契
約
締
結
ニ
関
ス
ル
件｣

、
二

百
十
五
号
議
案
は

｢

東
京
市
屎
尿
取
扱
手
数
料
条
例
設
定
ノ
件｣

の
こ
と
。

(

134)

東
京
市
会
事
務
局

『

東
京
市
会
史

第
八
巻』

、
一
一
三
五
頁
。
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(

135)

浅
沼
稲
次
郎
は
早
稲
田
大
学
在
学
中
の
大
正
十
二
年
か
ら
労
働
運
動
に
参
加
。
社
会
大
衆
党
に
所
属
し
、
昭
和
八
年
に
東
京
市
会
議
員
、

同
十
一
年
に
は
衆
議
院
議
員
に
当
選
。
戦
後
に
社
会
党
の
書
記
長
、
委
員
長
を
歴
任
し
た
。
発
言
当
時
、
東
京
市
会
で
は
黎
明
会
に
所
属
。

『

昭
和
人
名
辞
典
Ⅱ

第
一
巻

[

東
京
篇]』

日
本
図
書
セ
ン
タ
ー
、
一
九
八
九
年
、
二
五
頁
、
桜
井

『

帝
都
東
京
の
近
代
政
治
史』

、
二

八
六
〜
二
八
七
頁
、
東
京
市
会
事
務
局

『

東
京
市
会
史

第
八
巻』

、
一
一
四
三
頁
を
参
照
。

(

136)

こ
こ
で
は
一
樽
当
た
り
で
は
な
く
、
一
荷
当
た
り
二
十
銭
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
一
荷
＝
二
樽
で
、
一
樽
十
銭
と
同
じ
こ
と

を
意
味
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
東
京
市
会
事
務
局

『

東
京
市
会
史

第
八
巻』

、
一
一
四
〇
頁
を
参
照
。

(

137)

東
京
市
会
事
務
局

『

東
京
市
会
史

第
八
巻』

、
一
一
四
〇
〜
一
一
四
三
頁
。

(

138)

東
京
市
会
事
務
局

『
東
京
市
会
史

第
八
巻』

、
一
一
四
四
頁
。

(

139)

一
樽
＝
半
荷
で
あ
り
、
一
荷
券
は
十
八
銭
、
半
荷
券
は
九
銭
、
四
分
の
一
荷
券
は
四
銭
五
厘
。
東
京
市
役
所

『

新
市
域
屎
尿
処
分
市
営

計
画
に
就
て』

、
一
五
〜
一
六
頁
を
参
照
。

(

140)

東
京
市
会
事
務
局

『

東
京
市
会
史

第
八
巻』

、
一
一
四
四
頁
。

(

141)

東
京
市
保
健
局

『

東
京
市
屎
尿
処
理
市
営
に
就
て』

、
一
一
頁
。

(

142)

東
京
市
保
健
局

『

東
京
市
屎
尿
処
理
市
営
に
就
て』

、
六
〜
七
、
一
一
頁
。

(

143)

東
京
市
保
健
局

『

東
京
市
屎
尿
処
理
市
営
に
就
て』
、
九
頁
。

(

144)

東
京
市
役
所

『

新
市
域
屎
尿
処
分
市
営
計
画
に
就
て』
、
二
〜
三
頁
。

(

145)

東
京
市
役
所

『

新
市
域
屎
尿
処
分
市
営
計
画
に
就
て』

、
二
〜
三
、
一
八
〜
二
〇
頁
。

(

146)

東
京
市
役
所

『

新
市
域
屎
尿
処
分
市
営
計
画
に
就
て』

、
三
頁
。

(

147)

東
京
市
役
所

『

東
京
市
保
健
局
清
掃
課
事
業
概
要』

東
京
市
役
所
、
一
九
三
七
年
、
五
〜
七
頁
、
東
京
市
役
所

『

東
京
市
清
掃
事
務
成

績』

東
京
市
役
所
、
一
九
三
五
年
、
四
二
〜
四
四
頁
。
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